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第１章 深浅測量 

 

第１節 深浅測量 

 

第８１０１条 適用の範囲 

本節は、深浅測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８１０２条 測量準備 

受注者は、測量を実施するに当り、必要な計画・準備を行わなければならない。 

 

第８１０３条 基準点測量 

受注者は、測量に用いる基準点として、北九州市及び海上保安庁海洋情報部（以下「海洋情報部」とい 

う。）等の既設点を用いなければならない。ただし、やむを得ない事由により前述の既設点が使用できない 

場合は、次の方法により必要な基準点を決定してもよい。 

１）主要基準点は、国土地理院の三角点、多角点、電子基準点及び公共測量に基づく三角点及び多角 

点を基準として用いなければならない。 

２）深浅測量に必要な補助基準点は、主要基準点を基準としなければならない。 

３）主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はＧＮＳＳ測量によらなければならない。また、補助基 

準点の測定は、三角測量、多角測量、ＧＮＳＳ測量、又は前方交会法若しくは後方交会法によらなけれ 

ばならない。ただし、後方交会法の場合は、主要基準点からの位置の線を併用しなければならない。 

４）三角測量の辺長計算は、２個以上の三角形を使用するものとするか又は既知辺を含む三角形で計算

するものとする。算出した辺長を用いて座標計算を行うものとする。なお、座標値の較差は、次のとおり

とする。 

主要基準点：３０ｃｍ以内 

補助基準点：５０ｃｍ以内 

５）多角測量は、節点に既知点を含んで行い、座標計算を行わなければならない。なお、座標値の閉合 

差は、次のとおりとする。 

主要基準点：３０ｃｍ以内 

補助基準点：５０ｃｍ以内 

６）ＧＮＳＳの観測方法は、２点の同時観測による干渉法とし、既知点に結合するように行い、座標計算す 

るものとする。なお、座標値の標準偏差は、次のとおりとする。 

主要基準点：１５ｃｍ以内 

補助基準点：２５ｃｍ以内 

７）交会法の座標計算は、３か所以上の基準点を用いて行わなければならない。なお、座標値の較差は、 

次のとおりとする。 

主要基準点：３０ｃｍ以内 

補助基準点：５０ｃｍ以内 

８）測量機器は、必要な精度を考慮して選定したものを用いるものとする。なお、ＧＮＳＳを使用する場合 

は、当該契約の実施区域において行った精度の確認結果を添えて使用申請を監督員に提出し、承 

諾を得なければならない。 

 

第８１０４条 簡易検潮等 

受注者は、検潮所の新設を行う場合、図面及び特記仕様書に定める検潮器の設置位置、機種及び方法

により検潮しなければならない。 
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第８１０５条 水深測量 

１）検潮 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める既設の検潮所を使用して、検潮しなければならない。 

（２）受注者は、次により検潮しなければならない。 

①検潮記録を利用する場合は、機器の作動状況、基準面等を調査するものとする。 

②検潮記録の縮率、潮高伝達の遅れ等に起因する潮高の誤差は、検潮器と副標との比較観測

（相次ぐ高低潮を含む連続観測を２回以上）によって、これを求め、補正するものとする。 

③検潮器の自記ペンの示す時刻の遅速及び副標との潮高比較を１日１回以上観測して記録する。 

（３）受注者は、特記仕様書の定めにより検潮基準面と基本水準標との高低差を求めるための水準測 

量を行うものとする。 

①Ｔ．Ｐ．との関係を求める場合は、使用したＧ．Ｓ．Ｂ．Ｍ．の公表平均成果年度を明記する。 

②水準測量成果図には関係する各固定点間の高低差値を明記する。 

２）最低水面及び平均水面 

受注者は、最低水面又は平均水面を示す値が存在しないか又は存在してもその値の確認が必要な場 

合（地盤変動等により基本水準標の標高が不確定と思われる場合等）には、長期間にわたって観測を 

行っている測量地に近い検潮所（基準検潮所）と測量地検潮所との一定の期間の平均水面と比較して 

測量地検潮所の平均水面を求め、この面から海上保安庁海洋情報部ホームページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ 

ｗ１．ｋａｉｈｏ．ｍｌｉｔ．ｇｏ．ｊｐ）の平均水面、最高水面及び最低水面の高さに関する告示に掲げられたＺｏ 

区分帯によるＺｏを減じた面を最低水面とするものとする。 

ＤＬ＝Ａ０′－Ｚｏ 

Ａ０′＝Ａ１′＋（Ａ０ーＡ１） 

ここでＤＬ：最低水面 

Ａ０：基準検潮所の平均水面 

Ａ０′：測量地検潮所の平均水面 

Ａ１：基準検潮所の短期平均水面 

Ａ１′：測量地検潮所の短期平均水面 

Ｚｏ：平均水面から最低水面までの値 

３）水深測量 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域について水深測量を行わなければならない。 

（２）海上測位 

①受注者は、海上位置測量に使用する機器は六分儀、経緯儀、測距儀、衛星測位機等とし、海上 

測位位置の精度は、特級水域では±２ｍ、１ａ級水域及び１ｂ級水域では±５ｍを確保できるもの 

を使用しなければならない。 

②受注者は、海上測位位置の線の交角を３０度～１５０度の範囲内に収めなければならない。 

③受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定しなければならない。 

（３）測深 

①測深機器 

受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機含む）及びレーザー測深機、測鉛 

等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は「表１－１音響測深機の性能（水深１００ｍ未 

満）」に示す性能以上のものとする。なお、特記仕様書に定めがなく、表１－１に示す性能以上の 

音響測深機により難い場合は、測量に先立ち監督員に測深方法の承諾を得なければならない。 
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表１－１ 音響測深機の性能（水深１００ｍ未満） 

項目 性能 

シングルビーム音響測深機（多素子音響測深機を含む） 

仮定音速度 １５００ｍ／Ｓ 

発振周波数 
９０～２３０ｋＨｚ（水深３１ｍ未満） 

３０～２３０ｋＨｚ（水深３１ｍ～１００ｍ未満） 

送受波器の指向角 半減半角８Ｏ度以下 

紙送り速度 ２０㎜／ｍｉｎ以上 

最小目盛 ０．２ｍ以下 

スワス音響測深機（マルチビーム） 

仮定音速度 １５００ｍ／Ｓ 

発振周波数 
７０～４５５ｋＨｚ（水深３１ｍ未満） 

２６～４５５ｋＨｚ（水深３１ｍ～１００ｍ未満） 

レンジ分解能 ５ｃｍ以下 

測深ビーム方式 クロスファンビーム 

測深ビーム幅 １．５度以下×１．５度以下 

スワス音響測深機（インターフェロメトリ） 

発振周波数 

レンジ分解能 

１００～５００ｋＨｚ 

５ｃｍ以下 

仮定音速度 １，５００ｍ／ｓ 

受信素子数 ４個以上 

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式（インターフェロメトリ） 

音響測深機（受信素子数が４個以上のものに限る。）で船体に固定して使用するもの 

をいう。 

 

②測深及び水深改正 

イ）受注者は、音響測深法によって得られた水深値について潮位、音速度、吃水等より諸改正を 

行わなければならない。 

ロ）受注者は、音響測深機の機械的誤差及び水中音波速度の変化等による改正量をバーチェッ 

ク法若しくは音速度計により求めなければならない。だたし、これらによれない場合は、水温、 

塩分等の測定を行って海水中の音速度を算出しなければならない。バーチェック法以外の方 

法による場合でも喫水の確認は行わなければならない。 

ハ）受注者は、バーチェック等による水中音速度の測定を１日１回、測深海域の最深部で行うもの 

とする。ただし、アナログ記録で処理する時は音響測深機のベルト及びペンの調整又はそれら 

の交換を行った場合は、その都度バーチェックを行わなければならない。 

ニ）受注者は、バーチェック法による場合は、バーを深度３０ｍまでは２ｍごと、３０ｍ以探は５ｍごと 

に行い、上げ下げの平均値から改正値を求めなければならない。 

③作業条件 

受注者は、海面が平穏で視界が良好な作業条件で測深作業を行わなければならない。 

（４）測深間隔 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める測深間隔で測深しなければならない。 

４）測量結果の整理及び解析 
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受注者は、特記仕様書の定めにより観測記録の整理及び解析を行わなければならない。 

 

第８１０６条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、次に掲げる内容を記載した報告書、測深図を作成し、資料とともに監督員に提出しなければ 

ならない。 

（１）報告書 

・件名 

・測量場所 

・測量期間 

・測量区域図 

・測量機器 

・測定方法 

・地形解析結果 

・測量結果と考察 

（２）図面 

・測深図（原図） 

（３）資料 

・航跡図（原図） 

・測定帳簿（測角簿、測距薄、測深簿、測深誘導簿、検潮簿、基準点計算簿） 

・測定記録（音響測深記録、検潮記録、電波又はＧＮＳＳ測位記録） 

 

第８１０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針及び調査内容の適切性 

（２）測定記録と計算結果の整合性 

（３）測定記録と図面表現の整合性 

（４）既存資料、計画資料等との整合性 

（５）成果物の適切性 

 

第２節 水路測量 

 

第８１０８条 適用の範囲  

本節は、海洋情報部と北九州市等が共同で実施する水路測量及びこれに準ずる測量に関する一般的

事項を取り扱うものとする。 

 

第８１０９条 測量準備 

測量準備は、第８１０２条測量準備を適用する。 

 

第８１１０条 基準点測量 

１）基準点測量は、第８１０３条基準点測量を適用するものとする。 

２）最低水面及び平均水面は、第８１０５条水深測量、２）最低水面及び平均水面を適用するものとする。 
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第８１１１条 簡易検潮等 

簡易検潮等は、第８１０４条簡易検潮等を適用する。 

 

第８１１２条 水深測量 

１）検潮 

検潮は、第８１０５条水深測量、１）検潮を適用する。 

２）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域の水路測量を行わなければならない。 

３）海上測位は、第８１０５条水深測量、３）水深測量、（２）海上測位を適用する。 

４）測深 

（１）測深機器 

受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機を含む。）及びレーザー測深機、測鉛 

等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は、「表１－２音響測深機の性能（水深１００ｍ未 

満）」に示す性能以上のものとする。 

 

表１－２ 音響測深機の性能（水深１００ｍ未満） 

項目 性能 

シングルビーム音響測深機（多素子音響測深機を含む） 

仮定音速度 １５００ｍ／Ｓ 

発振周波数 ９０～２３０ｋＨｚ（水深３１ｍ未満） 

３０～２３０ｋＨｚ（水深３１ｍ～１００ｍ未満） 

送受波器の指向角 半減半角８°以下 

斜測半減半角３°以下 

紙送り速度 ２０㎜／ｍｉｎ以上 

最小目盛 ０．２ｍ以下 

スワス音響測深機（マルチビーム） 

仮定音速度 １５００ｍ／Ｓ 

発振周波数 ７０～４５５ｋＨｚ（水深３１ｍ未満） 

２６～４５５ｋＨｚ（水深３１ｍ～１００ｍ未満） 

レンジ分解能 ５ｃｍ以下 

測深ビーム方式 クロスファンビーム 

測深ビーム幅 １．５度以下×１．５度以下 

スワス音響測深機（インターフェロメトリ） 

発振周波数 

レンジ分解能 

１００～５００ｋＨｚ 

５ｃｍ以下 

仮定音速度 １，５００ｍ／ｓ 

受信素子数 ４個以上 

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式（インターフェロメトリ） 

音響測深機（受信素子が４個以上のものに限る。）で船体に固定して使用するものを 

いう。 

 

（２）測深及び水深改正 

測深及び水深改正は、次に示す事項のほか、第８１０５条水深測量、３）水深測量、（３）測深、②測 

深及び水深改正を適用する。 

①受注者は、直下測深値を採用しなければならない。ただし、斜測深の斜角度が５度以内の場合 
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は、斜測深の測深値を採用することができるものとする。 

②受注者は、音波のカバーする範囲を拡大するため斜測深を使用することができるものとする。その 

場合送受波器の斜角度は２０度を超えてはならない。 

③受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものとする。 

④受注者は、斜測深の記録上、掘下げ水深より浅い箇所のある傾向を認めた場合は、直下測深に 

より再度測深しなければならない。 

（３）作業条件は、第８１０５条水深測量３）水深測量、（３）測深、③作業条件を適用するものとする。 

（４）音響測深の異常記録 

受注者は、音響測深記録上で付近の海底より突起しているもの又は、濃度が異なるもの（以下これ 

らを「異常記録」という。）がある場合、次の措置を講じなければならない。 

①異常記録が浮遊物、機械的雑音又は、海底突起物であるかを確認するため、再度測深するもの 

とする。 

②異常記録が海底突起物の場合は、最浅部の水深と位置を測定し、レッドにより硬軟を判別するも 

のとする。 

③海底から突起していないが、濃度が異なる場合は、その位置を測定し、レッドにより硬軟を判別す 

るものとする。 

④次の各号に該当する場合は、再測、判別等の処理を省略できるものとする。 

イ）比高が０．５ｍ以下のもの。 

ロ）局所的な凹部に存在し、その水深が周囲の海底より深いもの。 

５）測深線間隔及び未測深幅 

（１）受注者は、水域の区分毎に「表１－３未測深幅」に示す未測深幅を満足するように測深線間隔をと 

らなければならない。 

（２）受注者は、構造物、障害物等の撤去跡の測量の場合、撤去されたことを確認できる測深線間隔を 

設定しなければならない。 

（３）受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前面から３０ｍ又は着岸最大船舶の船幅の１．５ 

倍のうち広い範囲まで行うものとし、未測深幅を防舷材前面から１ｍ以内となるように測深しなけれ 

ばならない。 

（４）受注者は、測深結果から判断して監督員が最浅部の確認が必要と認めた場合、さらに密な測深を 

しなければならない。 

（５）受注者は、測量船の蛇行のため未測深幅が「表１－３未測深幅」の規定量を超えた場合、再度測 

量しなければならない。 
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表１－３ 未測深幅 

水域の区分 使用機器 

未測深幅の上限 

底質が砂又は泥

質の場合 

底質が岩盤質の

場合 

特級 
多素子音響測深機又はスワス音響測

深機 
０ｍ 

一ａ級 

単素子音響測深機 ２ｍ 

左記の１／２ 

多素子音響測深機 

（素子数が２つのものに限る） 
３ｍ 

その他の機器 ６ｍ 

一ｂ級 

航路、泊

地及び

その付

近 

単素子音響測深機 ８ｍ 

多素子音響測深機 

（素子数が２つのものに限る） 
１２ｍ 

その他の機器 ２５ｍ 

その他

水域 
全ての機器 

５０ｍ又は水深の

３倍のうち大きい

値 

「航路、泊地及びその付近」とは次の水域をいう。 

水路測量における測定又は調査の方法に関する告示（平成２１年３月３１日海上保安庁告示第１１０号） 

①別表第一「水域区分特級」の「水域一号から四号」のいずれかに該当する水域。 

②係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場、シーバース）の全面及び 

その付近。 

「その他の機器」は、多素子音響測深機（２素子以外）、スワス音響測深機又はレーザー測深器（１ｂ級に限る） 

 

６）測量結果の整理及び解析 

受注者は、特記仕様書の定めにより測量結果を次に示す項目で整理及び解析を行うものとする。なお、 

これによらない場合は測量に先立って監督員の承諾を得なければならない。 

（１）航跡図の整理 

受注者は、１０㎝間隔の格子点、水深測量に必要な基準点、海上測位点及び測深線を記入した 

航跡図を作成しなければならない。 

①海上測位点は、「・」又は「◎」で示し、実線で結ぶものとする。 

②海上測位点の記入誤差は、０．５㎜以内とする。 

③航跡図の縮尺は、測量図と同一とする。 

（２）水深測定資料の整理 

①受注者は、図面及び特記仕様書に定める水深線を音響測深記録紙上に引き、浅所又は深所の 

有無を確認しなければならない。なお、浅所が確認された場合は、監督員に通知しなければなら 

ない。 

②受注者は、浅い水深を優先に記録の読みとりを行わなければならない。なお、読みとり間隔は、 

航跡図上１０㎜ごととする。 

③受注者は、掘り下げ境界の海底地形を明確に把握できるよう掘り下げ区域の周辺の水深を密に 

読みとらなければならない。 

（３）地形解析 

受注者は、測深図に基づき等深線を描画し、底質判別資料と対比して地形解析を行わなければ 
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ならない。 

（４）測深図（原図） 

①受注者は、特記仕様書に定める縮尺の図面を作成しなければならない。 

②受注者は、原則、メルカトル図法により作図しなければならない。 

③受注者は、測深海域周辺の基準点を記入し、経緯度値及び平面直角座標系座標値を図面四 

隅の格子点に記入しなければならない。 

（５）デジタル測量成果 

受注者は、水路測量等で得られた水深、海岸線、等深線等の情報を位置及びその他の属性とし 

て構成されたデータファイルであるデジタル測量成果を作成しなければならない。 

①水深については、経緯度水深ファイルとする。  

②水深以外の地物については、国際水路機関が定める地理空間情報の基準に準拠した地物ファ 

イルとする。 

 

第８１１３条 関連調査 

水路測量に際して、水路業務関連法令により必要となる付属調査を実施する。水路測量に伴う調査につ 

いては、現場条件により決定する。（底質判別、浮泥層調査、岸線測量等） 

 

第８１１４条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書及び図面を作成し、資料とともに監督員に 

提出しなければならない。 

（１）報告書 

・件名 

・測量場所 

・測量期間 

・測量区域図 

・測量機器 

・測定方法 

・地形解析結果（岸線測量を実施した場合） 

・測量結果と考察 

（２）図面 

・測深図 

（３）測量成果 

・デジタル測量成果 

・経緯度表※１ 

・水路測量標等記事※１ 

・検潮所基準測定成果（基本水準標の設置、高さの改定をした場合）※４ 

・基準面決定簿 

・メタ情報記録 

（４）資料 

・測定図（航跡図、原点図※１、岸測図※２、測深図※３、水深原稿図、拡大水深原稿図） 

・測定帳簿（測角簿※３、測距簿※３、測深簿、測深誘導簿、験潮簿、原点計算簿※１、岸測簿※ 

２等）・測定記録（音響測深記録、検潮記録、電波又はＧＮＳＳ測位記録） 

※１基準点測量を実施した場合。 



 

9 

※２岸線測量を実施した場合。 

※３ＧＮＳＳを使用する場合は不要。 

※４験潮器を設置した場合。 

 

第８１１５条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針及び調査内容の適切性 

（２）測定記録と計算結果の整合性 

（３）測定記録と図面表現の整合性 

（４）既存資料、計画資料等との整合性 

（５）成果物の適切性 

 

第３節 汀線測量 

 

第８１１６条 適用の範囲 

本節は、汀線測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８１１７条 測量準備 

測量準備は、第８１０２条測量準備を適用する。 

 

第８１１８条 基準点測量 

基準点測量は、第８１０３条基準点測量を適用するものとする。 

 

第８１１９条 水準測量 

１）水準測量 

受注者は、測量近辺に水準点がない場合は、国家水準点より主要な基準点の標高を求めることを必要 

とする水準測量を実施しなければならない。 

２）縦断測量 

主要基準点及び補助基準点について往復水準測量を実施しなければならない。 

３）横断測量 

受注者は、特記仕様書の定めにより、主要基準点及び補助基準点を基準とし、汀線にほぼ直角方向へ 

１０ｍ間隔に基本水準面までの水準測量を実施しなければならない。なお、測定間隔は特記仕様書の 

定めによる。 

 

第８１２０条 成果 

受注者は、下記項目及び設計図書の定めにより成果物を作成し、提出しなければならない。 

・観測手簿 

・計算簿 

・成果表 

・線形図 

・線形地形図（杭打設点網図） 

・縦断図面 

・横断図面 

・詳細平面図 



 

10 

・点の記 

・精度管理表 

・その他資料 

 

第８１２１条 照査 

照査は、第８１０７条照査を適用する。 

 

第２章 磁気探査業務 

 

第１節 磁気探査 

 

第８２０１条 適用の範囲 

本節は、磁気探査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８２０２条 探査準備 

受注者は、探査を実施するに当たり、必要な計画・準備を行わなければならない。 

 

第８２０３条 基準点測量 

基準点測量は、第８１０３条基準点測量を適用する。 

 

第８２０４条 磁気探査 

１）探査機器等 

（１）受注者は、特記仕様書に定める種類及び性能を有する磁気探査機を用いなければならない。 

（２）受注者は、磁気反応を連続して記録し、かつ、直視できる記録計を用いなければならない。 

（３）受注者は、使用に先立ち監督員に船位測定機及び音響測深機の承諾を得なければならない。 

２）磁気探査 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域の磁気探査を行わなければならない。なお、探査に 

先立ち監督員に工程計画の承諾を得なければならない。 

（２）磁気探査位置の測定方法は、第８１０５条水深測量３）水深測量、（２）海上測位を適用するものと 

する。 

（３）受注者は、特記仕様書に定める深度まで探査しなければならない。 

（４）受注者は、特記仕様書に定める磁気量以上の磁気異常点を探知した場合、監督員に通知しなけ 

ればならない。 

（５）受注者は、センサーを海底面に対し一定の高さになるようにして探査を行わなければならない。 

（６）受注者は、動揺のないよう一定速度で磁気探査船を運航し、探査を行わなければならない。 

（７）受注者は、磁気探査位置の確認を５０ｍごとに行わなければならない。 

（８）受注者は、探査区域を探査もれのないように行わなければならない。 

 

第８２０５条 解析 

１）磁気量の単位はμｗｂとする。 

２）受注者は、特記仕様書に定める最低の磁気量まで解析するものとし、解析結果について考察しなけれ 

ばならない。 

 

第８２０６条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 
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２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、資料とともに監督員に提出しなけ 

ればならない。 

（１）報告書 

・件名 

・探査場所 

・探査期間 

・探査位置図 

・探査機器 

・測定方法（探査測定方法、探査位置測定方法、磁気量算出方法） 

・磁気異常測定値一覧表（位置、磁気量、埋没深度） 

なお、異常点について説明を要するものは、測定値に付記しなければならない。 

・総航跡図 

・磁気異常点位置図 

・解析結果の考察 

（２）資料 

・航跡図（原図） 

・船位測定簿 

・測定記録（磁気記録、音響測深記録） 

・磁気量算出基礎資料 

・磁気異常点集約資料 

・使用した磁気探査機の総合感度試験資料 

 

第８２０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）探査方針及び探査内容の適切性 

（２）測定記録と計算結果の整合性 

（３）測定記録と図面表現の整合性 

（４）航跡と磁気異常点位置の的確性 

（５）成果物の適切性 

 

第２節 潜水探査 

 

第８２０８条 適用の範囲 

本節は、潜水探査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８２０９条 探査準備 

探査準備は、第８２０２条探査準備を適用する。 

 

 

第８２１０条 設標 

受注者は、潜水探査のため海上に標識棹等を設置しなければならない。 

 

第８２１１条 潜水探査 

１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び位置の潜水探査を行わなければならない。なお、 
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探査に先立ち監督員に工程計画の承諾を得なければならない。また、ＧＮＳＳを使用する場合は、当該 

契約の実施区域において行った精度の確認結果を添えて使用申請を監督員に提出し、承諾を得なけ 

ればならない。 

２）受注者は、磁気探査機を携行した潜水士により潜水探査を行わなければならない。なお、特記仕様書 

に簡易探査機による探査、突棒探査又は見通し探査の定めのある場合、それに従わなければならな 

い。 

３）潜水探査 

（１）受注者は、探査区域を探査漏れのないように潜水探査を行わなければならない。 

（２）受注者は、事前に探査機の性能表を監督員に提出し、その承諾を得なければならない。 

（３）受注者は、潜水探査により確認された磁気異常物が爆発物等の危険物以外の物であれば、すべ 

て引き揚げなければならない。ただし、引揚げが困難な場合の処置は、設計図書に基づいて監督 

員と協議しなければならない。 

（４）受注者は、引き揚げられた異常物の現場発生品調書を作成し、図面及び特記仕様書に記載され 

た場所又は監督員の指示する場所で引き渡さなければならない。 

（５）引き揚げられた異常物が磁気探査の結果に照らし疑義があり、その原因が探査に瑕疵があると認 

められる場合、監督員は、再度、潜水探査を指示するものとする 

４）残存爆発物が発見された場合の処置 

受注者は、潜水探査で残存爆発物その他危険物が発見された場合、位置の確認のできる標識を設置 

し、直ちに監督員及び関係官公庁に通知しなければならない。 

 

第８２１２条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出しなければならな 

い。 

・件名 

・探査場所 

・探査期間 

・探査位置図 

・探査機器 

・探査方法 

・磁気異常物一覧表 

一覧表には異常点番号、磁気量、品名、形状寸法、埋没深度、探査年月日等を記載するものとす 

る。 

・確認された磁気異常物の写真集 

・磁気異常物の確認された位置図 

・探査結果の考察 

 

第３章 土質調査 

 

第１節 土質調査 

 

第８３０１条 適用の範囲 

本節は、土質調査のためのボーリング、サンプリング、原位置試験、検層及び土質試験（土の力学試験を 

含む。）に関する一般的事項を取り扱うものとする。 
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第８３０２条 準備 

１）受注者は、調査目的に適合したボーリングマシン、ポンプ、サンプリング用具、原位置試験用具、検層 

用具及び材料を用いなければならない。なお、機械及び用具は、使用に先立ち監督員の承諾を得るも 

のとする。 

２）受注者は、地盤を乱さないように、真円回転で削孔できるボーリングマシン、ボーリングロッド、ケーシン 

グパイプ等を用いなければならない。 

 

第８３０３条 位置測量 

１）受注者は、調査地点の測量基準点は監督員の指示によらなければならない。 

２）受注者は、調査地点の測量に際して第８１０３条基準点測量に準ずるものとし、資料を監督員に提出し 

なければならない。 

 

第８３０４条 足場 

１）受注者は、作業の安全及び調査精度を確保できる構造のボーリング作業用足場を用なければならな 

い。なお、足場の種類及び構造は、使用に先立ち監督員の承諾を得なければならない。 

２）受注者は、海上足場の存置期間中、特記仕様書に定める標識を設置し、管理しなければならない。 

 

第８３０５条 ボーリング 

１）受注者は、ロータリー工法によるケーシングパイプ方式又はコアチューブ方式によりボーリングを行うもの 

とし、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

２）受注者は、「表３－１ボーリングの必要孔径」に示す孔径で削孔しなければならない。なお、特記仕様 

書の定めのある場合は、この孔径によるものとする。 

３）受注者は、削孔用具の口元としてガイドパイプを用いなければならない。 

 

表３－１ ボーリングの必要孔径 

土質 

区分 

必要孔径 
調査目的 

コアーチューブ ケーシングパイプ 

粘性土 

砂質土 

礫質土 

６６㎜ ― 標準貫入試験、岩盤のコアリング 

８６㎜ 
９７㎜ 

（９０） 

シンウォールサンプリング（エキステンショ

ンロッド式）、孔内水平載荷試験 

原位置ベーンせん断試験、ＰＳ検層、現

場透水試験 

１１６㎜ 
１２７㎜ 

（１１８） 

シンウォールサンプリング（水圧式）、ロー

タリー式二重管、三重管サンプリング（砂・

硬質粘性土・礫質土のサンプリング等） 

（ ）は内径を示す。 

４）受注者は、削孔に泥水を用い、孔壁の崩壊を防止しなければならない。特に崩壊の恐れがある場合 

は、適切な径のケーシングパイプを挿入し、孔壁の崩壊を防止しなければならない。 

５）掘進深さ 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める探さまで掘進しなければならない。ただし、図面及び特記仕 

様書に定める深さに達する以前に調査目的を達成できた場合又は図面及び特記仕様書に定める深さ 

に達しても調査目的を達成できない場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協 

議するものとする。 
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第８３０６条 台船方式ボーリング 

台船方式ボーリングは、第８３０５条ボーリングを適用する 

 

第８３０７条 原位置試験 

１）標準貫入試験 

（１）受注者は、「ＪＩＳＡ１２１９標準貫入試験方法」により１．０ｍごとに標準貫入試験を行わなければな 

らない。ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。 

（２）受注者は、粘性土の場合、原則として標準貫入試験を行わないものとする。ただし、硬質粘性土で 

地層確認及び観察試料を採取する場合は監督員の指示によるものとする。 

（３）受注者は、標準貫入試験用サンプラーを孔底に降ろし、標準貫入試験の探さが掘進した際の孔底 

深さであることを確認しなければならない。なお、孔底探さが５㎝以上浅い場合は、規定の探さまで 

掘直しを行わなければならない。 

２）原位置ベーンせん断試験 

（１）受注者は、地盤の強さに応じてベ－ン寸法を選ばなければならない。 

（２）受注者は、「ＪＧＳ１４１１―２００３原位置ベーンせん断試験方法」で試験を行わなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める間隔で試験を行わなければならない。 

３）電気式静的コーン貫入試験 

（１）受注者は、先端抵抗及び間隙水圧を測定しなければならない。 

（２）受注者は、「ＪＧＳ１４３５―２００３電気式静的コーン貫入試験方法」で貫入試験等の試験を行わな 

ければならない。 

（３）受注者は、特記仕様書の定める貫入深さまで試験を行わなければならない。ただし、特記仕様書 

に定める貫入探さに達しない場合は、速やかに監督員に通知し、設計図書に関して監督員と協議 

するものとする。 

４）孔内水平載荷試験 

（１）受注者は、使用する試験機の種類を使用に先立ち監督員の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、「ＪＧＳ１４２１―２００３孔内水平載荷試験方法」により載荷試験を行わなければならな 

い。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める実施地層及び試験間隔で試験を行わなければならな 

い。 

５）その他の原位置試験 

受注者は、図面及び特記仕様書の定めによりその他の原位置試験を行わなければならない。 

６）検層 

（１）ＰＳ検層 

①受注者は、「ＪＧＳ１１２２－２０１２地盤の弾性波速度検層方法」を用い、特記仕様書に定める検 

層方法によりＰＳ検層を行わなければならない。 

②受注者は、図面及び特記仕様書の定める間隔で測定しなければならない。 

（２）その他の検層 

受注者は、特記仕様書の定めにより、その他の検層を行わなければならない。 

７）観察試料の採取 

（１）受注者は観察試料を１ｍごとに採取しなければならない。ただし、採取間隔は、上記及び特記仕様 

書の定めにより難い場合、監督員の指示に従うものとする。 

（２）受注者は、採取した観察試料を標本ビンに入れ、「表３―２ラベル」に示すラベルを貼付し、土層の 

変化が分かるよう標表箱に整理し、監督員に提出しなければならない。 
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表３一２ ラベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８３０８条 台船方式原位置試験 

台船方式原位置試験は、第８３０７条原位置試験を適用する。 

 

第８３０９条 乱れの少ない試料採取 

１）軟らかい粘性土の試料採取 

（１）受注者は、軟らかい粘性土の乱れの少ない試料を採取する場合「ＪＧＳ１２２１－２０１２固定ピスト 

ン式シンウォールサンプラーによる乱さない試料の採取方法」に示されたエキステンションロッド式又 

は水圧式の固定ピストン式シンウォールサンプラーを用いなければならない。 

（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を１．５ｍごとに行わなければならない。ただし、図面及び特 

記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。 

（３）受注者は、シンウォールサンプリングを行う場合「表３―３サンプリングチューブ諸元」及び「図３－１ 

サシプリングチューブ」に定める諸元を有する引抜き管のサンプリングチューブを用いなければなら 

ない。 

（４）受注者は、その他のサンプラーによりサンプリングを行う場合、特記仕様書に定める材質及び諸元 

を有する引抜き管のサンプリングチューブ又はライナーを用いなければならない。 

 

表３－３ サンプリングチューブ諸元 

名称 記号 仕様 

材質  ステンレススチール（ＳＵＳ―３０４） 

内径 Ｄｓ ７５㎜±０．５㎜ 

肉厚 ｔ １．５㎜～２．０㎜ 

刃先角度 α ６°±１° 

刃先肉厚 ｔ′ ０．２㎜±０．０５㎜ 

長さ  １，０００㎜ 

扁平度  Ｄｔ（ｍａｘ）―Ｄｔ（ｍｉｎ）＜１．５㎜ 

ただし、Ｄｔ（ｍａｘ）、Ｄｔ（ｍｉｎ）はそれぞれ任意の断面における最大外径、

最少外径を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１サンプリングチューブ 

件名  

試料番号 号番 

採取深さ ｍ～ｍ 

土質名  

色調  

Ｎ値 （回／３０㎝） 

採取年月日 年月日 

受注者名  
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（５）受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。 

（６）受注者は、サンプラーを孔底に降ろし、試料採取の探さが削孔した深さと一致することを確認しな 

ければならない。なお、孔底探さが５㎝以上浅い場合は、規定の深さまで掘直しを行うものとする。 

（７）受注者は、エキステンションロッドの場合、チェーン、ターンバックル等の伸びないものによりピストン 

を完全固定しなければならない。また、水圧式の場合にボーリングロッドをスピンドルチャック等により 

ピストンを完全固定しなければならない。 

（８）受注者は、一様の速さで連続的に素早くサンプラーを押し込まなければならない。なお、押し込み 

量は、サンプリングチューブ全長の８０％を目標とするものとする。 

（９）受注者は、サンプラ一押し込み後、直ちに回転させないように引き上げなければならない。 

（１０）受注者は振動を与えないようにサンプラーを解体しなければならない。また、ピストンの引抜きは、 

通気しながら除々に行うものとする。 

（１１）受注者は、試料採取後、直ちに次に掲げる事項をサンプリングチューブに直接記入しなければな 

らない。 

①件名 

②ボーリング孔番号 

③同一孔内の試料採取の順位 

④試料採取探さ 

⑤試料採取年月日 

⑥試料回収比（試料長／押込長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－４ 試料番号記入例 

 

（１２）受注者は、試料採取後に試料の移動及び状態が変化しないように直ちにパラフィンシール［パラフ 

ィン１００に対して松脂３の割合（重量比）］を行わなければならない。 

（１３）受注者は、サンプラー内面の土や水分を拭き取り、刃先部を１．５㎝以上、頭部を３ｃｍ以上の厚さ 

でシールしなければならない。 

（１４）受注者は、シール後にサンプリングチューブの両端にキャップを付してテープ等により目封じを行わ 

なければならない。 

２）硬い粘性土、砂質土、砂の試料採取 

（１）受注者は、土質及び調査目的により「ＪＧＳ１２２２－２０１２ロータリー式二重管サンプラーによる土 

試料の採取方法」、「ＪＧＳ１２２３－２０１２ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方 

法」及び「ＪＧＳ１２２４－２０１２ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取方法」 

に示されたサンプラーのいずれかにより硬い粘性土、砂質土及び砂の乱さない試料を採取しなけれ 

ばならない。ただし、特記仕様書に定めのある場合はそれに従うものとする。 

  
頭  
  
  
  
部  
  
  

  
件  名 Ｋ１２—５   12.75m～ 13.55m   1=80 ／80  
①   ②  ③      ④          ⑥ 

  
  

Ｈ５—１—２７  

⑤  
  

  
刃  
  
  
先  
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（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を１・５ｍごとに行わなければならない。ただし、図面及び特記 

仕様書に定めのある場合はそれに従うものとする。 

（３）受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。 

（４）受注者は、地盤の軟硬に応じた適切な圧力と速度で連続してサンプラーを押し込まなければなら 

ない。なお、押し込み量はサンプリングチューブの有効採取長以上にならないようにしなければなら 

ない。 

（５）受注者は、「ＪＧＳ１２２２－２０１２ロ一夕リー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法」、「ＪＧ 

Ｓ１２２３－２０１２ロータリー式三重管サンプラ一による土試料の採取方法」及び「ＪＧＳ１２２４―２ 

０１２ロータリ一式スリーブ内蔵二重管サンプラ一による試料の採取方法」に定める諸元を有する 

引抜き管のサンプリングチューブを用いなければならない。 

（６）受注者は、その他のサンプラ一によるサンプリングを行う場合、特記仕様書に定める材質及び諸元 

を有する引抜き管のサンプリングチューブを用いなければならない。 

（７）受注者は、採取した硬い粘性土試料に１）軟らかい粘性土の試料採取（１０）から（１４）を適用し、 

取り扱わなければならない。ただし、砂質土、砂試料については、特記仕様書の定めによるものと 

する。 

３）乱れの少ない試料の取扱い 

（１）受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないよう取り扱いに注意しなけ 

ればならない。 

（２）受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬しなければならない。 

（３）受注者は、採取した試料に衝撃及び振動を与えないようにフォームラバー等の防護物を配し、静 

かに運搬しなければならない。 

 

第８３１０条 岩盤資料採取 

岩盤資料採取は、第８３０７条原位置試験７）観察試料の採取を適用する。 

 

第８３１１条 土質試験 

１）受注者は、ＪＩＳ及びＪＧＳに定める方法により土質試験を行わなければならない。 

２）受注者は、特記仕様書の定める試験の種類、数量及び試験条件により土質試験を行わなければなら 

ない。 

３）受注者は、試験に先立ち監督員に土質試験場所及び試験装置の承諾を得なければならない。 

４）監督員は、土質試験の結果に疑義が生じた場合、又は、瑕疵が認められた場合、再試験を指示する 

ことがある。 

 

第８３１２条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある調査目的を満足するよう、試験結果を整理しなければならない。 

２）成果 

（１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合，成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項 

は、その定めによらなければならない。 

（２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を監督員に提出しなければならない。 

・件名 

・調査場所 

・調査期間 

・調査位置図 

・土層断面図 

・土質柱状図 



 

18 

・土質試験結果 

・サンプリング記録 

原則として、地盤工学会制定「地盤調査の方法と解説」及び「地盤材料試験の方法と解説」の様式と 

する。 

 

第８３１３条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と土質調査内容の適切性 

（２）土質試験結果の適切性 

（３）成果物の適切性 

 

第２節 音波探査 

 

第８３１４条 適用の範囲 

本節は、音波探査による地層調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８３１５条 探査準備 

探査準備は、第８３０２条準備を適用する。 

 

第８３１６条 位置測量 

基準点測量は、第８１０３条基準点測量を適用する。 

 

第８３１７条 音波探査 

１）受注者は、特記仕様書に定める種類及び性能を有する音波探査機を用いなければならない。 

２）受注者は、反射波情報を連続して記録し、かつ、直視できる記録計を用いなければならない。 

３）受注者は、使用に先立ち監督員に船位測定機の承諾を得なければならない。 

４）音波探査 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域の音波探査を行わなければならない。なお、計画 

探査深度及び探査間隔は、特記仕様書の定めによるものとする。 

（２）受注者は、異常又は判読困難な記録及び欠測がある場合、再度、探査しなければならない。 

（３）水深測量は、第８１０５条３）水深測量を適用する。 

 

第８３１８条 解析 

受注者は、特記仕様書の定める解析項目及びその解析方法により、結果の整理を行い、調査場所の地 

質構造について解析を行わなければならない。 

 

第８３１９条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、資料とともに監督員に提出しなけ 

ればならない。 

（１）報告書 

・地質構造図 

・測深図（深浅測量） 

・調査結果と考察 
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・地質断面図 

・航跡図 

（２）資料 

・音波探査測定記録 

・深浅測量 

深浅測量資料は、第８１０６条２）成果（３）資料を適用するものとする。 

 

第８３２０条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と音波探査内容の適切性 

（２）音波探査結果の適切性 

（３）成果物の適切性 

（４）既存試料及びボーリング結果との整合 

 

第４章 環境調査 

 

第１節 流況調査 

 

第８４０１条 適用の範囲 

本節は、流況調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４０２条 調査準備 

受注者は、調査に先立ち目的及び内容を把握し、調査の手順及び調査に必要な準備を行わなければな 

らない。 

 

第８４０３条 位置測量 

１）受注者は、観測に先立ち監督員に観測位置の承諾を得なければならない。 

２）受注者は、流速計を設置して観測する場合、特記仕様書に定める標識を設置し、観測位置の表示を 

行わなければならない。また、設置方法は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

３）本測量においてＧＮＳＳを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精度の確認結果を添 

えて使用申請を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

 

第８４０４条 流況観測 

１）受注者は、特記仕様書に定める観測機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測 

定精度等の性能に関する資料を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

２）受注者は、図面及び特記仕様書に定める観測地点及び観測方法により、流況調査を行わなければな 

らない。 

３）受注者は、長期間、流速計を設置して観測する場合、特記仕様書の定めにより点検・保守を実施しな 

ければならない。 

 

第８４０５条 解析 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測結果の整理及び解析を行わなければならない。 

 

第８４０６条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 
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その定めによるものとする。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出しなければならな 

い。 

・件名 

・調査場所 

・調査期間 

・調査位置図 

・調査機器 

・調査方法（位置測定方法、流況測定方法） 

・調査結果の整理及び解析 

・調査結果と考察 

 

第８４０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と流況調査内容の適切性 

（２）測定記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第２節 水質調査 

 

第８４０８条 適用の範囲 

本節は、水質調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４０９条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８４１０条 位置測量 

１）受注者は、調査に先立ち監督員に調査位置の承諾を得なければならない。 

２）受注者は、本調査においてＧＮＳＳを使用する場合は、調査の実施区域において行った精度の確認結 

果を添えて使用申請を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

 

第８４１１条 水質調査 

１）受注者は、特記仕様書に定める観測機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測定 

精度等の性能に関する資料を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

２）採水・観測 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める採水時期、採水地点及び採水方法により採水、観測しな 

ければならない。 

（２）受注者は、次に示す深度から採水若しくは測定するものとする。ただし、特記仕様書に定めのある場 

合は、それに従うものとする。 

①表層海面下０．５ｍ 

②中層水深の１／２ 

③下層海底面上ｌ．０ｍ 

（３）受注者は、関係法令等に定める規定量の試料を採水し、採水地点、水深、年月日及び時間の記録 

を行わなければならない。 
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（４）受注者は、採取した試料に対し「表４－１水質試験方法」に定める前処理を施し、すみやかに試験室 

に運搬しなければならない。 

 

第８４１２条 分析 

１）受注者は、特記仕様書に定める項目の試験を行わなければならない。 

２）受注者は、「表４－１水質試験方法」に示す試験方法により試験を行うものとする。なお、試験方法が 

複数ある場合は、特記仕様書に定める方法により行うものとする。 

３）受注者は、試験値の結果に疑義が生じた場合、すみやかに監督員に通知しなければならない。 
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表４－１ 水質試験方法 
 試験項目 試験方法 

現
場
測
定
項
目 

気温 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）７．１ 

水温 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）７．２ 

色相 ＪＩＳ標準色票 

臭気 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）１０．１ 

塩分 海洋観測指針５．３ 

透明度 海洋観測指針（１９９９）３．２ 

濁度 ＪＩＳＫ０１０１（１９９８）９．４又は水中濁度計ＹＰＣ―１Ｄ 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度（ＰＨ） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）１２．１又はガラス電極法 

溶存酸素（ＤＯ） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）３２．１又は隔膜電極法 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）２１ 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）１７ 

浮遊物質（ＳＳ） 環告第５９号付表８ 

大腸菌群数 環告第５９号別表２（最確数による定量法）又は厚生省・建設省令第１号別表第１ 

全窒素 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４５．２、４５．３又は４５．４ 

全リン ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４６．３ 

Ｎ―ヘキサン抽出物質 環告第５９号付表１２又は環告第６４号付表４ 

亜鉛 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５３ 

ノニルフェノール 環告第５９号付表１１ 

健
康
項
目
等 
 

カドミウム ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５５ 

全シアン ＪＩＳＫ０１０２（２００８）３８．１．２及び３８．２又は３８．１．２及び３８．３又はＪＩＳＫ０１７０９ 

鉛 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５４ 

六価クロム ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６５．２又はＪＩＳＫ０１７０－７ 

砒素 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６１．２、６１．３又は６１．４ 

総水銀 環告第５９号付表１ 

アルキル水銀 環告第５９号付表２ 

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ） 環告第５９号付表３ 

ジクロロメタン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

四塩化炭素 ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５ 

１．２―ジクロロエタン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１又は５．３．２ 

トリクロロエチレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５ 

テトラクロロエチレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５ 

１．１―ジクロロエチレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

シス－１．２－ジクロロエチレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

１．１．１―トリクロロエタン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５ 

１．１．２―トリクロロエタン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５ 

１．３―ジクロロプロペン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．１ 

チウラム 環告第５９号付表４ 

シマジン 環告第５９号付表５の第１又は第２ 

チオベンカルブ 環告第５９号付表５の第１又は第２ 

ベンゼン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

セレン ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６７．２又は６７．３、又は６７．４ 

硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４３．２．１、４３．２．３又は４３．２．５（硝酸性） 
ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４３．１（亜硝酸性） 

フッ素 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）３４．１又は３４．１（Ｃ）及び付表６ 

ホウ素 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４７．１、４７．３又は４７．４ 

１．４―ジオキサン 環告第５９号付表７ 

特
殊
項
目 

フェノール類 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）２８．１．２ 

銅 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５２．２ 

鉄（溶解性） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５７．２、５７．３又は５７．４ 

マンガン（溶解性） ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５６．２、５６．３、５６．４又は５６．５ 

クロム ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６５．１．１ 

有機燐化合物 
環告第６４号付表１又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはＥＰＮはＪＩＳＫ０１０２（２００８）
３１．１（ガスクロマトグラフ法を除く）、メチルジメトンは環告第６４号付表２ 

アンモニア性窒素 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）４２．２、４２．３又は４２．５ 

 
 
 
 
 
 

クロロホルム ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．１ 

トランス―１、２―ジクロロエチレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．１ 

１，２―ジクロロプロパン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．１ 

ｐ―ジクロロベンゼン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．１ 

イソキサチオン 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 
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要 
監 
視 
項 
目 

ダイアジノン 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

フェニトロチオン 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

イソプロチオラン 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

オキシン銅 環水規第１２１号付表２ 

クロロタロニル 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

プロピザミド 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

ＥＰＮ 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

ジクロルボス 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

フェノブカルブ 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

イプロベンホス 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

クロルニトロフェン 環水規第１２１号付表１の第１又は第２ 

トルエン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

キシレン ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２又は５．３．２ 

フタル酸ジエチルヘキシル 環水規第１２１号付表３の第１又は第２ 

ニッケル ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５９．３又は環水規第１２１号付表４若しくは付表５ 

モリブデン ＪＩＳＡ０１０２（２００８）６８．２又は環水規第１２１号付表４若しくは付表５ 

アンチモン 
平成１６年３月３１日環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号付表５の第
１、第２又は第３ 

塩化ビニルモノマー 平成１６年３月３１日環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号付表１ 

エピクロヒドリン 平成１６年３月３１日環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号付表２ 

全マンガン ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５６．２、５６．３、５６．４又は５６．５ 

ウラン 
平成１６年３月３１日環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号付表４の第
１、第２又は第３ 

注）「環告第５９号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」（環境庁告示第５９号昭和４６年１２月２６日）を 

示す。 

「厚生省・建設省令第１号」とは、「下水の水質の検定方法等に関する省令」（厚生省・建設省令第１号昭和３ 

７年１２月１７日）を示す。 

「環告第６４号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」 

（環境庁告示第６４号昭和４９年９月３０日）を示す 

「環水規第１２１号」とは、「水質汚濁に係る人の健康に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定 

方法について」（環水規第１２１号平成５年４月２８日）を示す。 

「環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関 

する環境基準等の施行等について（通知）」（環水企発第０４０３３１００３号、環水土第０４０３３１００５号平成 

１６年３月３１日）を示す。 

 

４）試験機関 

受注者は、計量証明事業登録を受けた機関で試験を行わなければならない。 

５）観測結果の整理及び解析 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び分析結果を整理し、解析を行わなければならない。 

 

第８４１３条 成果 

成果物は、第８４０６条成果を適用するものとする。 

 

第８４１４条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と水質調査内容の適切性 

（２）試験結果と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 
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第３節 底質調査 

 

第８４１５条 適用の範囲 

本節は、底質調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４１６条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８４１７条 位置測量 

位置測量は、８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８４１８条 底質調査 

１）調査機器 

受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測 

定精度等の性能に関する資料を監督員に提出し、承諾を得なければならない。 

２）採泥・観測 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める採泥地点及び採泥方法により底質調査を行わなければ 

ならない。 

（２）受注者は、関係法令の定める規定量の試料採取をし、採泥地点、水深、深度、年月日及び時間 

を記録しなければならない。 

（３）受注者は、採取した試料に対し「表４－２底質試験方法」に定める前処理を施し、速やかに試験室 

に運搬しなければならない。 

３）底質試験 

（１）受注者は、特記仕様書に定める項目の試験を行うものとする。 

（２）受注者は、「表４－２底質試験方法」に示す試験方法により試験しなければならない。なお、試験 

方法が複数ある場合は、特記仕様書の定めにより行うものとする。 

（３）受注者は、試験値に疑義が生じた場合、速やかに監督員に通知しなければならない。 
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表４－２ 底質試験方法 

試験項目 
溶出試験 含有量試験 

試験方法 摘要 試験方法 摘要 

アルキル水銀 
化合物 

環告第５９号付表２及び環告第６４
号付表３ 

汚 泥 、 水
底 土 砂 、
廃酸廃ア
ルカリ 

底質調査方法Ⅱ．５．２  

水銀又はその化合物 環告第５９号付表１  底質調査方法Ⅱ．５．１  

カドミウム又はその化
合物 

ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５５  底質調査方法Ⅱ．６  

鉛又はその化合物 ＪＩＳＫ０１０２（１９９８）５４  底質調査方法Ⅱ．７  

有機燐化合物 

環告第６４号付表１又はＪＩＳＫ０１０
２（２００８）３１．１のうちガスクロマト
グラフ法以外のもの（メチルジメトン
にあっては環告第６４号付表２） 

   

六価クロム化合物 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６５．２  底質調査方法Ⅱ．１２．３  

ひ素又はその化合物 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６１  底質調査方法Ⅱ．１３  

シアン化合物 
ＪＩＳＫ０１０２（２００８）３８ 
ただし３８．１．１は除く 

 底質調査方法Ⅱ．１４  

ＰＣＢ 
環告第５９号付表３又は 
ＪＩＳＫ００９３（２００２） 

 底質調査方法Ⅱ．１５  

有機塩素化合物   「環告第１４号」別表１ 

最 終 改
訂：平成１
５年６月１
３日 

銅又はその化合物 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５２  底質調査方法Ⅱ．８  

亜鉛又はその化合物 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５３  底質調査方法Ⅱ．９  

ふっ化物 ＪＩＳＫ０１０２（２００８）３４    

トリクロロエチレン 
環告第１４号別表２又はＪＩＳＫ０１２
５（１９９５）５．１、５．２、５．３．２、
５．４．１又は５．５ 

   

テトラクロロエチレン 
環告第１４号別表２又はＪＩＳＫ０１２
５（１９９５）５．１、５．２、５．３．２、
５．４．１又は５．５ 

   

ベリリウム又は化合物 
環告第１３号 
別表７ 

最終改正 
平 成 １ ２
年１月１４
日 

  

クロム又はその化合
物 

ＪＩＳＫ 
０１０２（２００８）６５．１ 

 底質調査方法Ⅱ．１２．１  

ニッル又はその化合
物 

ＪＩＳＫ０１０２（２００８）５９    

バナジウム又はその
化合物 

ＪＩＳＫ０１０２（２００８）７０    

ジクロロメタン 
ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．１ 

   

四塩化炭素 
環告第１４号別表２又は 
ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．１ 

   

１、２― 
ジクロロエタン 

ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．１ 

   

１、１― 
ジクロロエチレン 

ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．１ 

   

シス―１、２― 
ジクロロエチレン 

ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は 
５．４．１ 

   

１、１、１― 
トリクロロエタン 

環告第１４号別表２又はＪＩＳＫ０１２
５（１９９５）５．１，５．２、５．３．２又
は５．４．１ 

   

１、１、２― 
トリクロロエタン 

環告第１４号別表２又はＪＩＳＫ０１２
５（１９９５）５．１，５．２、５．３．２又
は５．４．１ 

   

１、３― 
ジクロロプロペン 

ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．１ 

   

チウラム 環告第５９号付表４    

シマジン 環告第５９号付表５    

チオベンカルブ 環告第５９号付表５    

ベンゼン 
ＪＩＳＫ０１２５（１９９５）５．１、５．２、
５．３．２又は５．４．２ 
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セレン ＪＩＳＫ０１０２（２００８）６７    

１，４－ジオキサン 環告第５９号付表７    

ダイオキシン類 
環告第１４号第四 
ＪＩＳＫ０３１２（１９９９） 

最終改正
平 成 １ ５
年６月１３
日 

環告第６８号別表 
（ダイオキシン類に係る底質調査測定マニ
ュアル（平成１２年３月環境庁水質保全局
水質管理課）） 

最終改正 
平 成 １ ４
年７月２２
日 

泥温   ＪＩＳＫ０１０２（２００８）７に準ずる方法  

泥色   新版標準土色帳による  

水素イオン濃度 
（ＰＨ） 

  
ガラス電極法 
ＪＩＳＫ０１０２（２００８）１２．１に準ずる 

 

化学的酸素要求量
（ＣＯＤｓｅｄ）過マンガ
ン酸カリゥムによる酸
素消費量 

  底質調査方法Ⅱ．２０  

硫化物（Ｔ―Ｓ）   底質調査方法Ⅱ．１７  

強熱減量（Ｉ―Ｌ）   底質調査方法Ⅱ．４  

密度（比重）   ＪＩＳＡ１２０２（１９９９）  

粒度組成   ＪＩＳＡ１２０４（２０００）  

注）「環告第５９号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」（環境庁告示第５９号昭和４６年１２月２８日） 

を示す。 

「環告第６４号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」 

（環境庁告示第６４号昭和４９年９月３０日）を示す。 

「底質調査方法」とは、「底質調査方法」（環水管第１２７号環境庁水質保全局水質管理課通達昭和６３年９ 

月８日）を示す。 

「環告第１４号」とは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立 

場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（環境庁告示第１４号昭和４８年２月１７ 

日）を示す。 

「環告第１３号」とは、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（環境庁告示第１３号昭和４８年２月１７ 

日）を示す。 

「環告第６８号」とは、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準につ 

いて」（環境庁告示第６８号平成１１年１２月２７日）を示す。 

 

第８４１９条 分析 

１）試験機関 

  受注者は、計量証明事業登録を受けた機関で試験を行わなければならない。 

２）観測結果の整理及び解析 

  受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び分析結果を整理し解析を行わなければならない。 

 

第８４２０条 成果 

成果は、第８４０６条成果を適用するものとする。 

 

第８４２１条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と底質調査内容の適切性 

（２）試験結果と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

 



 

27 

第４節 騒音調査 

 

第８４２２条 適用の範囲 

本節は、騒音調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４２３条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８４２４条 資料収集整理 

受注者は、調査の実施に当たり既存資料、観測データ及び参考文献等を収集整理し、分析しなければな 

らない。 

 

第８４２５条 騒音調査 

１）観測機器 

受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、使用に先立ち監督員の承諾を得 

なければならない。 

２）測定 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の騒音を測定しなければならない。 

（２）受注者は、「騒音に係る環境基準（平成１１年４月１日施行）」の定める方法により測定しなければ 

ならない。 

（３）受注者は、騒音レベルを測定しなければならない。なお、特記仕様書に定めのある場合は、騒音レ 

ベル以外の項目も測定しなければならない。 

 

第８４２６条 解析・検討 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析及び検討を行わなければならな 

い。 

 

第８４２７条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出しなければならな 

い。 

・件名 

・調査目的 

・調査地域（調査地域図添付） 

・測定地点（測定地点図添付） 

・調査項目 

・調査日時及び測定回数 

・調査方法及び使用機器 

・調査結果 

・調査結果の考察 

 

第８４２８条 協議・報告 

受注者は、特記仕様書の定めのある場合、監督員と協議又は報告しなければならない。 
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第８４２９条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と騒音調査内容の適切性 

（２）測定記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第５節 振動調査 

 

第８４３０条 適用の範囲 

本節は、振動調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４３１条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８４３２条 資料収集整理 

資料収集整理は、第８４２４条資料収集整理を適用する。 

 

第８４３３条 振動調査 

１）調査機器 

受注者は、振動レベル計を用いなければならない。なお、使用する機器は、計量法の定めによる性 

能を有するものとする。 

２）測定 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の振動を測定するものとする。 

（２）受注者は、「振動規制法施行規則（昭和５１年１１月１０日総理府令第５８号」の定める方法により 

測定しなければならない。 

（３）受注者は、振動レベルを測定するものとする。なお、特記仕様書に定めのある場合は、振動レベル 

以外の項目も測定するものとする。 

 

第８４３４条 解析・検討 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析を行わなければならない。 

 

第８４３５条 成果 

成果は、第８４２７条成果を適用するものとする。 

 

第８４３６条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８４３７条照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と振動調査内容の適切性 

（２）測定記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 
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第６節悪臭調査 

 

第８４３８条 適用の範囲 

本節は、悪臭調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８４３９条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８４４０条 資料収集整理 

資料収集整理は、第８４２４条資料収集整理を適用する。 

 

第８４４１条 悪臭調査 

１）測定・調査 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の悪臭調査を行わなければならない。 

２）調査項目 

受注者は、特記仕様書の定めにより悪臭発生源の有無、悪臭発生源に係る項目及び悪臭の濃度（臭 

気濃度、成分濃度）に係る項目を調査しなければならない。 

３）測定方法 

受注者は、「表４－３悪臭物質成分濃度測定方法」、「表４－４悪臭物質臭気濃度測定方法」及び「表 

４－５悪臭物質排出成分濃度測定方法」に示す方法により測定しなければならない。 

 

表４－３ 悪臭物質成分濃度測定方法 

測定項目 測定方法 摘要 

アンモニア 環告第９号別表第１ 敷地境界及び発生源 

メチルメルカプタン 

環告第９号別表第２ 

敷地境界及び発生源 

（発生源は、硫化水素の

み） 

硫化水素 

硫化メチル 

二硫化メチル 

トリメチルアミン 環告第９号別表第３ 敷地境界及び発生源 

アセトアルデヒド 

環告第９号別表第４ 

敷地境界及び発生源 

（発生源は、アセトアルデ

ヒドを除く５物質） 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

イソブタノール 環告第９号別表第５ 敷地境界及び発生源 

酢酸エチル 
環告第９号別表第６ 敷地境界及び発生源 

メチルイソプチルケトン 

トルエン 

環告第９号別表第７ 

敷地境界及び発生源 

（発生源は、スチレンを除

く２物質） 

スチレン 

キシレン 

プロピオン酸 

環告第９号別表第８  
ノルマル酪酸 

ノルマル吉草酸 

イソ吉草酸 

 

 

 



 

30 

表４－４ 悪臭物質臭気濃度測定方法 

測定項目 測定方法 摘要 

臭気指数 
三点比較式臭袋法 
環告第６３号 

敷地境界及び発生源 

 

表４―５ 悪臭物質排出水成分濃度測定方法 

測定項目 測定方法 摘要 

硫化水素 
メチルメルカプタン 
硫化メチル 
二硫化メチル 

環告第９号別表第２の３  

注）「環告第９号」とは、「特定悪臭物質の測定の方法」（環境庁告示９号昭和４７年５月３０日） 

を示す。 

「環告第６３号」とは、「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」（環境庁告示６３号平成７ 

年９月１３日）を示す。 

 

第８４４２条 解析・検討 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測び測定結果を整理し、解析・検討を行わなければならない。 

 

第８４４３条 成果 

成果は、第８４２７条成果を適用するものとする。 

 

第８４４４条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８４４５条照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と悪臭調査内容の適切性 

（２）測定記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第５章 環境生物調査 

 

第１節 プランクトン調査 

 

第８５０１条 適用の範囲 

本節は、プランクトン調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５０２条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５０３条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８５０４条 プランクトン調査 

１）調査機器 
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受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければなら 

ない。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査海域、調査時期、調査地点及び調査方法により行わ 

なければならない。 

３）試料の固定 

（１）受注者は、採水器を引き上げた後、試料を標本瓶に入れ、すみやかに固定し、併せて、クロロフィ 

ルａ測定用試料を別途標本瓶に入れ保管しなければならない。 

（２）受注者は、プランクトンネットを引き止げた後、ただちに試料を標本瓶に保管し、生体試料として用 

いる場合を除き、すみやかに固定しなければならない。 

 

第８５０５条 分析、解析・考察 

１）試料の固定・分析 

（１）受注者は、試料の固定・分析を試料の前処理（濃縮）、沈殿量の測定、種の固定・個体数（細胞 

数）の計数の手順で行わなければならない。 

（２）受託者は、クロロフィルａの測定を測定・分析手引き書（海洋観測指針）に従って行わなければなら 

ない。 

２）調査結果の解析及び考察 

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。 

 

第８５０６条 成果 

１）受注者は特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、そ 

の定めに従わなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出しなければならな 

い。 

・件名 

・調査目的 

・調査海域 

・調査地点 

・調査日時 

・調査方法及び調査機器 

・調査結果及び解析結果 

・調査結果の考察 

 

第８５０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と調査内容の適切性 

（２）調査結果及び解析結果と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 
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第２節卵・稚仔調査 

 

第８５０８条 適用の範囲 

本節は、卵・稚仔調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５０９条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５１０条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８５１１条 卵・稚仔調査 

１）調査機器 

受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければならな 

い。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書の定める調査海域、調査時期、調査地点及び採集方法により行わな 

ければならない。 

３）試料の固定 

受注者は、標本瓶に移した試料をホルマリンで固定しなければならない。 

 

第８５１２条 分析、解析・考察 

１）試料の固定・分析 

（１）受注者は、固定された試料の中から卵・稚仔を選別するものとし、選別後のサンプルは、実体顕微 

鏡などで再検しなければならない。 

（２）受注者は、卵・稚仔の計数に実体顕微鏡を用い、種類別に個体数を計数しなければならない。 

２）調査結果の解析及び考察 

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。 

 

第８５１３条 成果 

成果は、第８５０６条成果を適用する。 

 

第８５１４条 照査 

照査は、第８５０７条照査を適用する。第３節底生生物調査 

 

第３節 底生生物調査 

 

第８５１５条 適用の範囲 

本節は、底生生物調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５１６条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５１７条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 



 

33 

第８５１８条 底生生物調査 

１）調査機器 

受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければなら 

ない。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める海域及び位置において、項目・時期及び頻度等により調査 

を行わなければならない。 

３）試料の同定 

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の同定及び保存を行わなければならない。 

 

第８５１９条 分析、解析・考察 

１）試料の固定・分析 

受注者は、特記仕様書の定める項目の固定・分析を行わなければならない。 

２）調査結果の解析及び考察 

受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。 

 

第８５２０条 成果 

成果は、第８５０６条成果を適用する。 

 

第８５２１条 照査 

照査は、第８５０７条照査を適用する。 

 

第４節 付着生物調査 

 

第８５２２条 適用の範囲 

本節は、付着生物調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５２３条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５２４条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８５２５条 付着生物調査 

１）調査機材 

受注者は、特記仕様書の定める調査機材を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければならな 

い。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査範囲、調査時期、基質の選択、調査地点及び試料の 

採取方法により実施しなければならない。 

３）試料の固定 

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。 

 

第８５２６条 分析、解析・考察 

１）資料の同定・分析 

受注社は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。 
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２）調査結果の解析及び考察 

受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。 

 

第８５２７条 成果 

成果は、第８５０６条成果を適用する。 

 

第８５２８条 照査 

照査は、第８５０７条照査を適用する。 

 

第５節藻場調査 

 

第８５２９条 適用の範囲 

本節は、藻場調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５３０条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５３１条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８５３２条 藻場調査 

１）調査機器 

受注者は、特記仕様書の定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければならな 

い。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査項目、調査時期、調査範囲、調査点、調査測線及び 

調査方法により実施しなければならない。 

３）試料の固定 

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。 

 

第８５３３条 分析、解析・考察 

１）試料の同定・分析 

受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。 

２）調査結果の解析及び考察 

受注者、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察を行わなければならない。 

 

第８５３４条 成果 

成果は、第８５０６条成果を適用する。 

 

第８５３５条 照査 

照査は、第８５０７条照査を適用する。 
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第６節 魚介類調査 

 

第８５３６条 適用の範囲 

本節は、魚介類調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８５３７条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８５３８条 位置測量 

位置測量は、第８４１０条位置測量を適用する。 

 

第８５３９条 魚介類調査 

１）調査機材 

受注者は、特記仕様書に定める調査機材を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得なければならな 

い。 

２）調査方法 

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象種、調査方法、調査時期、調査機器、調査位置 

及び統計調査により行わなければならない。 

３）試料の固定 

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。 

 

第８５４０条 分析、解析・考察 

１）試料の同定・分析 

受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。 

２）調査結果の解析及び考察 

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し考察を行わなければならない。 

 

第８５４１条 成果 

成果は、第８５０６条成果を適用する。 

 

第８５４２条 照査 

照査は、第８５０７条照査を適用する。 

 

第６章 気象・海象調査 

 

第１節 気象調査 

 

第８６０１条 適用の範囲 

本節は、気象調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８６０２条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８６０３条 風向・風速観測 

１）観測機器 

受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、事前に監督員の承諾を得なけれ 

ばならない。 
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２）観測 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書の定める観測項目、観測地点及び観測方法により観測しなけれ 

ばならない。 

（２）受注者は、観測に先立ち監督員に機器の設置方法の承諾を得なければならない。 

 

第８６０４条 整理 

受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析を行わなければならない。 

 

第８６０５条 成果 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、 

その定めによらなければならない。 

２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出しなければならな 

い。 

・件名 

・調査目的 

・観測場所 

・観測期間 

・観測機器 

・観測方法 

・観測並びに解析結果 

・調査結果の考察 

 

第８６０６条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と気象調査内容の適切性 

（２）観測記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第２節 波浪調査 

 

第８６０７条 適用の範囲 

本節は、波浪調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８６０８条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８６０９条 波高・波向観測 

１）観測機器 

受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、事前に監督員の承諾を得なけれ 

ばならない。 

２）観測 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書の定める観測項目、観測地点及び観測方法により観測しなけれ 

ばならない。 

（２）受注者は、観測に先立ち監督員に機器の設置方法の承諾を得なければならない。 
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（３）受注者は、機器を設置して観測する場合、特記仕様書に定める標識を設置し、観測位置を表示し 

なければならない。 

 

第８６１０条 整理 

整理は、第８６０４条整理を適用する。 

 

第８６１１条 成果 

成果は、第８６０５条成果を適用する。 

 

第８６１２条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と波浪調査内容の適切性 

（２）観測記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第３節 潮位調査 

 

第８６１３条 適用の範囲 

本節は、潮位調査に関する一般的事項を取りうものとする。 

 

第８６１４条 調査準備 

調査準備は、第８４０２条調査準備を適用する。 

 

第８６１５条 潮位観測 

１）観測機器等 

観測機器等は、第８１０４条簡易検潮等、第８１０５条水深測量１）（１）を適用する。 

２）水準測量 

水準測量は、第８１０５条水深測量１）（２）を適用する。 

３）検潮 

検潮は、第８１０５条水深測量１）（２）を適用する。 

 

第８６１６条 整理 

整理は、第８６０４条整理を適用する。 

 

第８６１７条 成果 

成果は、第８６０５条成果を適用する。 

 

第８６１８条 照査 

１）受託者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）調査方針と潮位調査内容の適切性 

（２）観測記録と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 
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第７章 港湾計画調査 

 

第８７０１条 適用の範囲 

１）本章は、港湾空間の基本的な計画策定に係る港湾計画調査、港湾再開発調査、マリーナ計画調査 

等のほか、現況特性の把握、港湾利用動向の推計等の基礎調査（以下「計画調査」という。）に関する 

－般的事項を取り扱うものとする。 

２）計画調査のために必要な港湾の現況、自然条件及び社会・経済条件の現況等の把握に関する一般 

的事項は、第８７０３条現況特性の把握において取り扱うものとする。なお、ここで取り扱う調査内容は、 

既存資料の収集、整理であり、現地観測、計測、測量等を含まないものとする。 

３）港湾整備の基本的方針を策定するための調査に関する一般的事項は、第８７０４条基本的方針の策 

定において取り扱うものとする。 

４）港湾の利用に関する将来推計を行うための調査に関する一般的事項は、第８７０５条港湾利用の将来 

推計において取り扱うものとする。 

５）第８７０３条現況特性の把握、第８７０４条基本的方針の策定及び第８７０５条港湾利用の将来推計に 

おける検討結果に基づき港湾の施設計画及び土地利用計画を策定するための調査に関する一般的 

事項は、第８７０６条施設計画及び土地利用計画において取り扱うものとする。 

６）以上の計画調査の一環として必要とする検討事項に関する一般的事項は、第８７０７条計画関連検討 

事項において取り扱うものとする。なお、詳細な調査を行う場合は、特記仕様書の定めにより行うものと 

する。 

７）第８７０３現況特性の把握から第８７０７条計画関連検討事項における検討結果についての成果に関 

する一般的事項は、第８７０８条成果において取り扱うものとする。 

８）第８７０３現況特性の把握から第８７０７条計画関連検討事項における検討結果についての協議・報告 

に関する一般的事項は、第８７０９条協議・報告において取り扱うものとする。 

９）第８７０３現況特性の把握から第８７０７条計画関連検討事項における検討結果についての照査に関 

する一般的事項は、第８７１０条照査において取り扱うものとする。 

 

第８７０２条 計画準備 

１）計画準備 

受注者は、事前に業務の目的及び内容を把握し、業務の手順及び遂行に必要な事項を企画、立案し 

なければならない。 

２）使用する基準及び図書 

（１）受注者は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に準拠し、計画調査業務を実施しなければな 

らない。 

（２）受注者は、特記仕様書に（１）以外で使用する基準及び図書の定めのある場合、これによらなけれ 

ばならない。 

 

第８７０３条 現況特性の把握 

１）港湾の現況 

（１）受注者は、対象港湾の現況に関する既存資料を収集し、その特性を整理しなければならない。 

（２）受注者は、対象港湾の沿革、港湾施設の整備状況、施設利用状況を整理しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象港湾及び範囲を調査しなければならない。 

２）自然条件 

（１）受注者は、対象区域の自然条件に係る調査区分（地勢、地質、気象、海象）に関する既存資料を 

収集し、その特性を整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める項目を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 
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指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７一１自然条件に係る調査項目」に示す調査の 

うち自然条件の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督員の承諾を得な 

ければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７―１ 自然条件に係る調査項目 

区分 分類 調査項目 

地勢 

陸上地形 

海底地形 

河川 

陸上地形、地形変化、海岸地形の安定性 

海底地形、深浅、地形変動 

流速、流量、流出土砂量 

地質 
地盤の性状 

土質 

地盤の種類、地層の厚さ 

Ｎ値、粒度組成 

気象 

風 

天候 

台風 

風向、風速 

気温、降水量、降雪、濃霧、結氷、流氷 

通過頻度、コース、規模 

海象 

潮汐 

波浪 

流況 

漂砂 

潮位、高潮 

常時波浪、異常時波浪、津波 

沿岸流、離岸流、向岸流 

卓越方向、漂砂量、漂砂源、粒径 

 

３）社会・経済条件 

（１）受注者は、対象区域の社会・経済条件に係る調査項目（土地、人口、労働、生活及び生産、所 

得）に関する既存資料を収集し、その特性を整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査するものとする。なお、特記仕様書に調査項目の指定 

がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７―２社会・経済条件に係る調査項目」に示す調 

査項目のうち社会・経済条件の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監 

督員の承諾を得なければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７―２ 社会・経済条件に係る調査項目 

区分 分類 調査項目 

社会条件 

土地 

人口 

労働 

生活 

土地利用 

総人口、年齢構成、人口動態、世帯数 

労働人口、産業別就業者数 

住宅、公共基盤施設（上下水道、し尿・ごみ処理、都市公園）

教育・福祉・文化、物価 

経済条件 
生産 

所得 

総生産、産業別総生産、鉱工業生産指数 

県民所得、雇用者所得 

 

４）産業 

（１）受注者は、対象区域に立地する産業に係る調査項目（１次産業、２次産業、３次産業）に関する既 

存資料を収集し、その特性を整理しなければならない。 
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（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 

指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７―３産業に係る調査項目」に示す調査項目 

のうち産業の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督員の承諾を得るも 

のとする。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７―３ 産業に係る調査項目 

区分 分類 調査項目 

一次 

農業 

魚漁業 

 

林業 

粗生産額、生産所得、耕地面積、作物別収穫高、家畜数 

漁業所帯数、就業者数、経営体数、漁船数、漁獲高、水産加工

品生産量 

森林伐採面積、林産物生産量、外材依存度 

二次 

工業 

 

鉱業 

工業出荷額、業種別出荷額、企業立地状況、原材料、製品、用

地面積 

従業者数、埋蔵鉱量、生産量 

三次 

商業 

観光 

エネルギー 

卸売業、小売業、飲食店等の従業員数、販売額、売場面積 

観光入込客数、観光文化資源、観光ルート 

電力立地状況 

 

５）貨客流動 

（１）受注者は、対象区域の貨客流動に係る貨物及び旅客に関する既存資料を収集し、貨物流動及び 

旅客流動の特性を整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目

の指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７－４貨客流動に係る調査項目」に示す調

査項目のうち貨客流動の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督員の

承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７―４ 貨客流動に係る調査項目 

区分 分類 調査項目 

貨物 
港湾貨物 

地域間流動貨物 

港湾貨物量、陸上出入貨物量、港湾勢力圏貨物 

地域間貨物量、輸送機関別貨物量 

旅客 
港湾旅客 

地域間・内流動旅客 

港湾旅客数、 

地域間・内旅客数、輸送機関別旅客数 

 

６）交通体系 

（１）受注者は、対象区域の交通体系に係る調査項目（船舶、道路、鉄道、空港）に関する既存資料を 

収集し、交通体系の特性と将来動向を整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 

指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は「表７一５交通体系に係る調査項目」に示す調査項 

目のうち交通体系の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督員の承諾 

を得るものとする。 
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（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７－５ 交通体系に係る調査項目 

区分 分類 調査項目 

船舶 海上交通 海上交通ネットワーク、輸送量 

道路 

一般道路 

幹線道路 

地域間幹線、地域内幹線道路ネットワーク、道路交通量混雑度、

道路整備計画 

臨港道路 道路交通量、臨港幹線道路 

鉄道  鉄道ネットワーク、輸送量 

空港  空路網、輸送量、空港整備計画 

 

７）地域開発計画 

（１）受注者は、計画調査のために必要な国及び地方公共団体が策定した既存資料を収集し、地域

開発構想・計画を整理しなければならない。 

（２）受注者は、総合計画、交通計画及び個別計画（都市計画、道路計画、港湾計画その他必要な

計画）を地域開発計画として整理しなければならない。 

（３）受注者は、特記仕様書に定めのある総合計画、交通計画及び個別計画を調査しなければならな 

い。 

８）地域指定状況 

（１）受注者は、計画調査のために必要な調査項目（自然公園、都市計画、港湾・漁港・海岸、その他） 

に関連する地域指定状況の既存資料を収集し、整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 

指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７一６地域指定状況に係る調査項目」に示す 

調査項目のうち対象港湾の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督員 

の承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区、期間を調査しなければならない。 

 

表７一６ 地域指定状況に係る調査項目 

分類 調査項目 

自然公園 国立・国定自然公園、県立自然公園 

都市計画 用途地域、建ぺい率、容積率、景観法に基づく景観計画地域 

港湾・漁港・海岸 港湾区域、漁港区域、臨港地区、海岸保全区域 

その他 

農業振興地域、鳥獣保護区、保安林、文化財保護法の指定、類

型指定、公害防止計画策定地域、大気汚染防止法による規制、水

質汚濁防止法による規制 

 

９）陸域・水域の環境及び利用現況 

（１）受注者は、対象区域における陸域・水域の利用現況の既存資料を収集し、整理しなければならな 

い。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 

指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７一７陸域・水域の環境及び利用現況に係る 

調査項目」に示す調査項目のうち対象港湾の現況の特性を把握するうえで必要な項目を調査項 
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目数だけ選定し、監督員の承諾を得るもとする。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域、期間を調査しなければならない。 

 

表７一７ 陸域・水域の環境及び利用現況に係る調査項目 

分類 調査項目 

陸域環境利用現況 ふ頭用地、港湾関連用地、緑地・水際線へのアクセス、景観 

水域環境利用状況 航路、泊地、小型船だまり、レクリエーション水域、漁業水域、景観 

 

１０）権利関係 

（１）受注者は、計画調査業務の実施に係る調査項目（土地、建物、水域）に関連する権利関係の既 

存資料を収集し、整理しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める内容を調査しなければならない。なお、特記仕様書に調査項目の 

指定がなく、調査項目数の指定のみの場合は、「表７―８権利関係に係る調査項目」に示す調査 

項目のうち対象港湾の現況の特性を把握するうえで必要な項目を調査項目数だけ選定し、監督 

員の承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域を調査しなければならない。 

 

表７一８ 権利関係に係る調査項目 

分類 調査項目 

土地 所有者、借地権、地価 

建物 所有者、借家権、価格 

水域 漁業権 

 

１１）現況等把握結果の整理 

受注者は、本章１）港湾の現況から１０）権利関係までの調査結果を踏まえて、現況特性等を総合的 

に把握・整理しなければならない。 

 

第８７０４条 基本方針の策定 

１）調査対象港湾の位置付け 

（１）対象港湾への要請及び課題 

受注者は、現況特性などの把握結果及びその他関連する調査結果に基づき対象港湾に対する 

各種機能整備の要請及び課題を整理、把握しなければならない。 

（２）対象港湾の位置付け 

受注者は、前項の結果に基づき対象港湾の機能を整理し、役割を検討しなければならない。 

２）整備目標と主要施策 

（１）整備目標と主要施策の目標年次 

整備目標と主要施策の目標年次は、特記仕様書に定めるものとする。 

（２）整備目標と主要施策 

受注者は、対象港湾の将来の機能、役割を基に、目標年次における整備目標と主要施策を検討 

しなければならない。 

（３）空間利用の方針 

受注者は、対象港湾に要請される機能を発揮するために「表７―９ゾーン区分」に示すゾーン区分 
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により必要なゾーンを選定し、次の項目を考慮のうえ、配置しなければならない。 

①背後圏の土地利用状況又は開発計画 

②各ゾーン間の配置関係 

③配置地点への適合度 

なお、受注者は、特記仕様書に定めるケース数の配置案を作成しなければならない。 

 

表７―９ ゾーン区分 

物流関係 人流関連 交流拠点 

生産 危険物 エネルギー関連 

緑地レクリエーション（水

域含む） 
環境保全 港湾業務関連 

都市機能 船だまり関連 廃棄物処理 

停泊 避泊 留保 

 

第８７０５条 港湾利用の将来推計 

１）推計の目標年次等 

受注者は、特記仕様書に定める目標年次に基づき港湾利用の将来推計を行わなければならない。な 

お、受注者は、特記仕様に定めるケース数の将来推計を行うものとする。 

２）取扱貨物量 

（１）背後圏及び将来フレームの設定 

受注者は、取扱貨物の現況、国及び地方公共団体の開発計画に基づき推計に際しての前提条 

件となる背後圏の人口、国民総生産、工業出荷額及びその他必要な経済社会フレームを設定し 

なければならない。 

（２）港湾取扱貨物量の推計 

①受注者は、港湾取扱貨物を公共貨物、専用貨物別に分け、さらに輸出入別、移出入別及び品 

目別、及びコンテナ貨物に分類して推計しなければならない。なお、推計貨物は、当該港の整 

備目標と主要施策に関連する品目とする。また、特記仕様書にコンテナ貨物の取扱い及び推 

計貨物の特定の定めのある場合は、それに従うものとする。 

②受注者は、取扱貨物量推計に際して特記仕様書に定めのある場合、企業ヒアリングを行わなけ 

ればならない。 

３）船舶乗降旅客者数 

受注者は、目標年次における船舶乗降旅客者数を推計しなければならない。 

 

第８７０６条 施設計画及び土地利用計画 

１）水域施設計画 

（１）受注者は、水域施設の規模及び配置を設定しなければならない。 

（２）受注者は、将来利用する船舶の種類、船型を考慮し、船舶の安全と円滑な利用ができるよう位 

置、構造、設備を検討したうえで水域施設の規模及び配置を設定しなければならない． 

（３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、利用船舶の安全性、操船性の確認及び静穏度の評価 

を行わなければならない。 

２）外郭施設計画 

（１）受注者は、外郭施設の規模及び配置を設定しなければならない。 

（２）受注者は、外郭施設が十分な機能を発揮し、船舶が安全に利用できるよう位置、構造（反射特性 
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等）、その他必要な事項を検討したうえで規模及び配置を設定しなければならない。 

（３）受注者は、周辺の地形、環境、流況、防護しようとする水域施設及び係留施設の利用計画に与え 

る影響並びに港湾の将来の発展を考慮し、外郭施設の配置等を検討しなければならない。 

（４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、利用船舶の安全性、操船性の確認及び静穏度の評価 

を行わなければならない。 

３）係留施設計画 

（１）受注者は、将来利用する船舶の種類、船型、隻数、取扱貨客の種類、数量、荷役方式及び海陸 

の輸送機関の状況を考慮したうえで係留施設の規模及び配置を設定しなければならない。 

（２）受注者は、地形、気象、海象、その他の自然条件及び船舶の航行、その他の当該施設周辺の利 

用状況を考慮し、係留施設背後の土地利用形態及び陸上交通体系との整合性を十分図り、係 

留施設を配置しなければならない。 

４）臨港交通施設計画 

（１）受注者は、臨港交通施設の規模及び配置を設定しなければならない。 

（２）受注者は、輸送需要の質及び量に適合し、人及び車両が安全かつ円滑に利用できるよう港湾及 

びその周辺における交通の状況、他の港湾施設の状況、地形等の自然条件を考慮し、臨港交通 

施設の規模及び配置を設定しなければならない。 

（３）受注者は、諸法令に示された基準等を参考にし、各港の実態に即して臨港交通施設を計画しなけ 

ればならない。 

５）小型舶だまり計画 

（１）受注者は、小型船だまりの計画収容隻数に基づき施設の規模及び配置を設定しなければならな 

い。 

（２）受注者は、小型船の船種、般型及び隻数の現況並びに将来動向を把握のうえ小型船の船種別、 

船型別隻数を推計し、既存施設の能力を考慮して小型船だまりの計画収容隻数を推計しなけれ 

ばならない。なお、小型船の現況把握は、既往の調査資料を収集して行うものとし、特記仕様書に 

定めのある場合は、現地調査による確認を行うものとする。 

（３）受注者は、小型船舶の安全性と円滑な利用が図られるよう、小型船だまりの規模及び配置を設定 

しなければならない。 

（４）受注者は、特記仕様に定めのある場合、静穏度の評価を行わなければならない。 

６）マリーナ計画 

（１）受注者は、マリーナに関する基本的事項を検討のうえ、艇種別収容隻数を推計し、マリーナ施設の 

規模及び配置を設定しなければならない。 

（２）受注者は、マリーナに関する基本的事項として、次の内容を検討しなければならない。 

①マリーナの背後圏 

②マリ－ナの種類（性格及び役割） 

③立地適性、活動適性、建設適性 

（３）受注者は、次に示す事項を検討のうえ、計画マリ－ナの計面収容隻数を設定しなければならない。 

①背後圏におけるプレジャーボートの保有隻数の現況及び将来動向 

②背後圏におけるプレジャーボートの艇種別、船型別隻数の推計 

③周辺マリーナの保管見通し及び整備計画 

なお、背後圏におけるプレジャーボートの保有状況把握は、既往の調査資料を収集して行うものと 

し、特記仕様書に定めのある場合は、現地調査による確認を行うものとする。 

（４）受注者は、マリーナの種類と計画収容隻数に基づき次に示す事項を検討のうえ、導入する施設、 

規模及び配置を設定しなければならない。 

①マリーナの有すべき機能と施設構成 
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②水面保管・陸上保管割合と主要施設規模 

③機能配置と動線計画 

④施設配置と全体計画 

（５）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、静穏度の評価を行わなければならない。 

７）港湾環境整備施設等計画 

（１）緑地等施設（海浜、緑地、広場、植栽、休憩所等） 

①受注者は、緑地等施設の種類、規模及び配置を設定しなければならない。 

②受注者は、利用形態及び配置等を考慮して、緑地等施設の種類を決定しなければならない。 

③受注者は、利用者数その他の必要な指標に基づいて緑地等施設の規模を設定しなければな 

らない。 

④受注者は、特記仕様書に定めのある場合、緑地等施設内の配置についてのイメージ図等を作 

成しなければならない。 

（２）廃棄物処理施設（廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物粉砕施設、廃 

油処理施設等） 

①受注者は、廃棄物の種類別（一般廃棄物、産業廃棄物、建設発生土及び浚渫土砂、廃油、 

廃有害液体物質等、汚水及び廃物）発生量及び埋立処分量を推計し、廃棄物処理施設の規 

模及び配置を設定しなければならない。 

②受注者は、廃棄物の発生量と処理の実態を既往資料を収集して調査し、これを基に将来の発 

生量及び埋立処分量を種類ごとに推計しなければならない。 

③受注者は、廃棄物の埋立処分に必要な埋立処分地の規模を設定し、廃棄物の種類別の処理 

空間を選定して、廃棄物埋立護岸の配置計画を検討しなければならない。なお、目標年次に 

おいて廃棄物処理施設用地を利用する場合は、土地利用計画を策定するものとする。 

④受注者は、特記仕様書に定めのある場合、その定める対象範囲及び期間に発生する廃棄物 

の種類、量等現況を調査しなければならない。 

 

８）土地造成及び土地利用計画 

（１）受注者は、施設計画及びその他の需要に基づいて次に示す用途区分で土地利用計画を策定し、 

土地造成の必要規模を設定しなければならない。 

土地利用の用途区分 

①埠頭用地 

②港湾関連用地 

③交流厚生用地 

④工業用地 

⑤都市機能用地 

⑥交通機能用地 

⑦危険物取扱施設機能用地 

⑧緑地用地 

⑨廃棄物処理施設用地 

⑩海面処分用地（海面処分・活用用地） 

⑪公共用地 

（２）受注者は、特記仕様に定めのある場合、企業アンケート調査又はヒアリング調査を行わなければな 

らない。 
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第８７０７条 計画関連検討事項 

１）工程計画 

受注者は、対象計画の整備の優先順位、機能発揮の効率性、投資規模の平均性その他必要な事項 

を考慮のうえ、工程計画、整備スケジュール（段階整備計画）を検討し、事業の整備工程を作成しなけ 

ればならない。 

２）整備主体等 

受注者は、対象計画の施設の性格と整備主体の特性を踏まえて、公共、民間、第三セクターに区分し 

たうえで、事業の整備主体を検討しなければならない。 

３）概算事業費の算出 

（１）受注者は、概算事業費を事業主体別、施設別に区分して算出しなければならない。 

（２）受注者は、当該港湾における実績、類似港湾の事例、その他の事業例を参考に概算事業費を算 

出しなければならない。 

４）管理運営主体等 

受注者は、公共性の確保、施設の利用形態、利用の効率性等総合的に検討し、公共、民間、第三セ 

クタ一に区分したうえで、管理運営主体の検討をしなければならない。 

５）事業採算性 

（１）受注者は、損益計算書、資金計画表、その他必要な資料を作成し、対象事業の損益及び資金収 

支の状況より事業採算性を検討しなければならない。 

（２）受注者は、収益的プロジェクト又は収益的個別施設を対象に事業採算性を検討するものとし、対 

象施設は、監督員の承諾を得なければならない。 

（３）受注者は、採算性の検討に使用する採算計算、予測期間、施設耐用年数、計算に用いる価格等 

の基本的な条件及び考え方を整理し、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

６）法線計画 

（１）受注者は、防波堤、岸壁、護岸等の施設の法線を示す座標を設定しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める法線の基点の位置及び座標系を用いなければならない。 

 

７）開発効果 

（１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、対象計画の開発効果を推定しなければならない。 

（２）受注者は、開発（建設）投資の過程で発生する効果及び施設利用によってもたらされる効果を定 

量的に把握し、経済開発効果を推計しなければならない。 

（３）受注者は、既存資料を用いて経済開発効果を推計するものとし、経済効果の推計項目及び手法 

は、特記仕様書の定めによらなければならない。なお、経済効果の推計項目及び手法が特記仕 

様書に定めのない場合は、監督員と協議するものとする。 

（４）受託者は、特記仕様書に定めのある場合、既存資料以外のものを用いて推計しなければならな 

い。 

（５）受託者は、開発が地域社会及び地域住民に及ぼす定性的な社会開発効果を特記仕様書の定め 

る項目により抽出、整理しなければならない。 

８）実現化への課題 

受注者は、策定した計画を実現化するうえの課題を抽出し、次に示す項目を含め整理し、提言しなけ 

ればならない。 

（１）今後さらに検討が必要な計画課題、技術課題 

（２）計画を具体化していくために取り組むべき事業化に向けての課題 

（３）開発を進めるために港湾以外の部門に要請すべき課題 
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第８７０８条 成果 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその地必要事項は、そ 

の定めによらなければならない。 

 

第８７０９条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８７１０条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査事項及び方法は、次に掲げる事項とする。 

（１）使用する基準及び図書の適切性 

（２）現況特性等の把握における収集資料の内容及び整理方法の適切性 

（３）基本的方針の策定における要請・課題の把握、整備目標と主要施策、空間利用の方針の適切性 

（４）港湾利用の将来推計における推計方法及び推計結果の適切性 

（５）施設計画及び土地利用計画における各施設計画、土地造成及び土地利用計画の適切性 

（６）計画関連検討事項における各検討結果の適切性 

 

第８章 環境影響評価調査 

 

第８８０１条 適用の範囲 

１）本章は、港湾及び港湾海岸の計画策定及び事業の実施に際し、必要とする環境影響評価調査に関 

する一般的事項を取り扱うものとする。 

２）環境影響評価で考慮すべき自然条件、社会条件の把握に関する一般的事項は、第８８０３条自然条 

件・社会条件の把握において取り扱うものとする。なお、本章で取り扱う調査の内容は、既存資料の収 

集、整理であり、現地観測、計測、測量等は含まないものとする。 

３）環境予測及び影響評価に先立って行う環境の現況把握に関する一般的事項は、第８８０４条環境に 

関する現況把握において取り扱うものとする。なお、本章で取り扱う現況把握は、既存の調査資料、文 

献によるものとし、現地観測及び試験を含まないものとする。 

４）環境保全目標の検討に関する一般的事項は、第８８０５条環境保全目標の検討において取り扱うもの 

とする。 

５）環境予測及び影響評価に関する一般的事項は、第８８０６条環境予測及び影響評価において取り扱う 

ものとする。 

６）環境影響評価調査の成果の作成に関する一般的事項は、第８８０７条成果において取り扱うものとす 

る。 

７）環境影響評価調査の協議・報告に関する一般的事項は、第８８０８条協議・報告において取り扱うもの 

とする。 

８）環境影響評価調査の成果に係る照査に関する一般的事項は、第８８０９条照査において取り扱うもの 

とする。 

 

第８８０２条 計画準備 

１）計画準備 

受注者は、調査の着手に先立ち調査対象となる事業計画の内容を把握するとともに「表８－１調査項 

目」に示す項目についての業務手順及び遂行に必要な事項を企画・立案しなければならない。また、 

必要に応じて現地踏査を行うものとする。 
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表８－１ 調査項目 

項目 港湾計画 埋立事業 備考 

自然条件、社会条件の把握 ― ○  

環境に関する現況の把握 ○ ○  

環境保全目標の設定 ― ○  

影響予測及び影響評価 

○ 

完成後の

予測 

○ 

施工中及

び完成後

の予測 

埋立事業においては、環境

保全対策、環境監視計画の

検討を行う。 

 

２）使用する基準及び図書 

受注者は、環境影響評価調査に使用する基準及び図書が特記仕様書に定めのある場合、その定めに 

より調査を行わなければならない。 

 

第８８０３条 自然条件・社会条件の把握 

１）気象条件 

（１）受注者は、対象区域の気象条件に関する既存資料を収集、整理し、その特性を把握しなければな 

らない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める風、天候、台風等の項目及びその内容を調査しなければならな 

い。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査対象区域及び期間を調査しなければならない。 

２）水象条件 

（１）受注者は、対象区域の水象条件に関する既存資料を収集、整理し、その特性を把握しなければな 

らない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める河川、潮汐、波浪、津波等の項目及び内容を調査しなければなら 

ない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び期間を調査しなければならない。 

３）社会条件 

（１）受注者は、対象区域の社会条件に関する既存資料を収集、整理し、その特性を把握しなければな 

らない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める人口、土地利用、水域利用、交通及び産業等の項目及びその内 

容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び期間を調査しなければならない。 

４）環境関連計画 

（１）受注者は、環境影響評価に必要な対象区域に関連する地方公共団体等が策定した環境管理計 

画、公害防止計画、下水道整備計画等の環境関連計画を収集・整理しなければならない。 

（２）受注者は、環境関連計画について特記仕様書に定めのある場合、その定める計画を収集・整理し 

なければならない。 

５）地域指定状況 

（１）受注者は、環境影響評価に必要な対象地域に関連する自然公園、鳥獣保護区、文化財保護法 

の指定、環境基準の類型指定、公害防止計画の策定地域、環境省が定める排水基準の他に当 

該自治体が定める上乗せ基準・横出し基準等の地域指定状況を調査し整理しなければならな 

い。 
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（２）受注者は、地域指定状況について特記仕様書に定めのある場合、その定める地域指定事項を調 

査し整理しなければならない。 

 

第８８０４条 環境に関する現況把握 

１）大気質 

（１）受注者は、対象区域の大気質に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければなら 

ない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める項目及びその内容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び期間を調査しなければならない。 

（４）受注者は、最新のデータを基に「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和４８年５月８日環境 

庁告示第２５号）及び「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和５３年７月１１日環境庁告示 

第３８号）に定められる基準項目並びに特記仕様書に定める項目を環境基準との適合状況、過去 

からの推移を整理し、これにより大気質の状況を把握しなければならない。 

（５）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、大気質の特性の解析を行わなければならない。 

２）潮流 

（１）受注者は、対象区域の潮流に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び時期を調査しなければならない。 

（３）受注者は、最新のデータを基に対象海域の潮流の流況特性を整理しなければならない。 

（４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、対象海域の潮流の流況特性の要因の解析を行わなけ 

ればならない。 

３）水質 

（１）受注者は、対象区域の水質に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める項目及びその内容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び期間を調査しなければならない。 

（４）受注者は、最新のデータを基に、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年１２月２８日環 

境庁告示第５９号）に定められる基準項目並びに特記仕様書に定める項目を環境基準との適合 

状況、過去からの推移に整理し、水質の状況を把握しなければならない。 

（５）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、水質汚濁特性の解析を行わなければならない。 

４）底質 

（１）受注者は、対象区域の底質に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める項目及びその内容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び期間を調査しなければならない。 

（４）受注者は、最新のデータを基に、「海洋汚染及び海止災害の防止に関する法律施行令第５条第１ 

項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省 

令」（昭和４８年２月１７日総理府令第６号）に定められる判定基準（以下、「水底土砂等に係る判 

定基準」という。）項目並びに特記仕様書に定める項目を水底土砂等に係る判定基準との適合状 

況、過去からの推移を整理し、底質の有害物質による汚染状況を把握しなければならない。 

（５）受注者は、最新のデータを基に、化学的酸素要求量、全硫化物等の特記仕様書に定める項目に 

関する過去からの推移を整理し、底質の汚染状況を把握しなければならない。 

（６）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、底質の特性の解析を行わなければならない。 

５）騒音 
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（１）受注者は、対象区域の騒音に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び時期を調査しなければならない。 

（３）受注者は、最新のデータを基に、「騒音に係る環境基準について」（昭和４６年５月２５日閣議決 

定）に定められる基準値との適合状況、過去からの推移を整理し、騒音の状況を把握しなければ 

ならない。 

（４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、騒音の発生要因の解析を行わなければならない。 

６）振動 

（１）受注者は、対象区域の振動に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び時期を調査しなければならない。 

（３）受注者は、最新のデータを基に「振動規制法施行規則」（昭和５１年１１月１０日総理府令第５８ 

号）に定められる特定建設作業の規制に関する基準及び道路交通振動の限度、並びに「特定工 

場等において発生する振動の規制に関する基準」（昭和５１年１１月１０日環境庁告示第９０号）に 

定められる基準値との適合状況、過去からの推移を整理し、振動の状況を把握しなければならな 

い。 

（４）受注者は、特記仕様に定めのある場合、振動の発生要因の解析を行わなければならない。 

７）悪臭 

（１）受注者は、対象区域の悪臭に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければならな 

い。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める項目及びその内容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び時期を調査しなければならない。 

（４）受注者は、最新のデータを基に「悪臭防止法施行規則」（昭和４７年５月３０日総理府令第３９号） 

に定められる規制基準項目並びに特記仕様に定める項目を規制基準との適合状況、過去からの 

推移を整理し、悪臭の状況を把握しなければならない。 

（５）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、悪臭の発生要因の解析を行わなければならない。 

８）自然環境 

（１）受注者は、対象地区の自然環境に関する既存資料を収集、整理し、その現況を把握しなければな 

らない。 

（２）受注者は、地形・地質、植物、動物、景観及び野外レクリエーション地並びに特記仕様書に定める 

項目及びその内容を調査しなければならない。 

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象区域及び時期を調査しなければならない。 

（４）受注者は、最新のデータ及び過去からの推移を整理し、自然環境の状況を把握しなければならな 

い。 

 

第８８０５条 環境保全目標の検討 

１）受注者は、特記仕様書に定める項目の環境保全目標を検討しなければならない。 

２）受注者は、環境に関する現況把握の結果を基に、関係法令、条令及び通達に定められた事項に照ら 

し、それぞれの項目ごとに目標を設定しなければならない。 

 

第８８０６条 環境予測及び影響評価 

１）大気質の予測及び影響評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域、対象とする時期及び予測項目、方法により大気 

質の状態を予測しなければならない。 

（２）受注者は、予測結果を基に、当該計画が大気質へ及ぼす影響をとりまとめ、第８８０４条環境に関 
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する現況把握、１）大気質、（４）に示す環境基準並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の 

検討結果に照らして評価しなければならない。 

２）潮流の予測及び影響評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域、対象とする時期及び予測方法により潮流の流況 

を予測しなければならない。 

（２）受注者は予測結果を基に当該計画が潮流へ及ぼす影響をとりまとめ、第８８０５条環境保全目標 

の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければならない。 

３）水質の予測及び影響評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域、対象とする時期、予測項目及び予測方法により 

水質の状態を予測しなければならない。 

（２）受注者は、予測結果を基に、当該計画が水質へ及ぼす影響をとりまとめ、第８８０４条環境に関す 

る現況把握、３）水質、（４）に示す環境基準に基づき水域類型の指定が行われている水域では、 

当該環境基準に照らし、また、水域類型の指定が行われていない水域では、環境基準の類型に 

あてはめたうえ、当該環境基準並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らし 

て評価しなければならない。なお、海域の浮遊物質量（ＳＳ）は「水産生物、日常生活において支 

障がない程度」並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価するものと 

する。 

４）底質の影響評価 

受注者は、当該計画が、底質へ及ぼす影響をとりまとめ、第８８０４条環境に関する現況把握、４）底 

質、（４）に示す判定基準並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しな 

ければならない。 

５）騒音の予測及び影響評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域、対象とする時期及び予測方法により騒音の状況 

を予測しなければならない。 

（２）受注者は、予測結果を基に、当該計画による騒音の影響をとりまとめ、道路交通騒音では第８８０ 

４条環境に関する現況把握、５）騒音、（３）に示す環境基準に基づき地域の類型指定が行われて 

いる地域では当該環境基準に照らし、また、地域の類型指定が行なわれていない地域では、将来 

の土地利用の動向を考慮した環境基準の類型にあてはめたうえ、当該環境基準並びに第８８０５ 

条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければならない。 

（３）受注者は、建設作業騒音を「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準（昭和４３ 

年１１月２７日厚生省建設省告示第１号）」を踏まえ、「大部分の地域住民が日常において支障が 

ない程度」並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければな 

らない。 

６）振動の予測及び影響評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域、対象とする時期及び予測方法により振動の状況 

を予測しなければならない。 

（２）受注者は、予測結果を基に、当該計画による振動の影響をとりまとめ第８８０４条環境に関する現 

況把握、６）振動、（３）に定める基準を踏まえ、「大部分の地域住民が日常生活において支障が 

ない程度」並び第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければなら 

ない。 

７）悪臭の影響評価 

受注者は、当該計画による悪臭の影響をとりまとめ、「大部分の地域住民が日常生活において感知し 

ない程度」並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければならな 

い。 
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８）自然環境の予測及び評価 

（１）受注者は、図面及び特記仕様に定める区域、影響予測項目及び予測方法により自然環境の状態 

を予測しなければならない。 

（２）受注者は、当該計画による各項目への影響をとりまとめ、「自然環境の保全上、支障を生じないこ 

と」並びに第８８０５条環境保全目標の検討、２）の検討結果に照らして評価しなければならない。 

９）環境保全対策及び環境監視計画の検討 

（１）受注者は、本章、環境予測及び影響評価の結果を基に予測、評価の対象とした全項目の環境保 

全対策及び環境監視計画を検討しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定める検討内容により環境保全対策及び環境監視計画を検討しなけれ 

ばならない。 

１０）総合評価 

（１）受注者は、環境予測及び影響予測の結果を基に総合評価を行わなければならない。 

（２）受注者は、環境予測及び影響予測の対象とした全項目の総合評価を行わなければならない。 

１１）環境影響評価書 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、環境影響評価準備書及び環境影響評価書の基礎資料を 

作成しなければならない。 

 

第８８０７条 成果 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、そ 

の定めによらなければならない。 

 

第８８０８条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８８０９条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）使用する基準及び図書の適切性 

（２）自然条件、社会条件の把握における収集資料の内容及びび整理方法の適切性 

（３）環境に関する現況把握における収集資料の内容及び整理方法の適切性 

（４）環境保全目標の各項目検討結果の適切性 

（５）環境予測における予測結果の適切度 

（６）影響評価における基準若しくは環境保全目標適用の適切性 

（７）事業計画に対する環境保全対策及び環境監視計画の適切性 

（８）個別項目の環境予測及び影響評価結果に対する総合評価の整合性 

 

第９章 設計業務 

 

第１節 予備・基本設計 

 

第８９０１条 適用の範囲 

１）本節は、港湾の係留施設及び外郭施設並びに海岸保全施設の設計に関する一般的事項を取り扱う 

ものとする。その他類似の施設の設計は、これを準用するものとする。 

２）土木構造物の設計に必要な設計条件に関する一般的な事項は、第８９０３条設計条件において取り 

扱うものとする。 
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３）施設の構造形式及び断面その他基本的形状を決定するための予備・基本設計に関する一般的事項 

は、第８９０４条構造形式の選定において取り扱うものとする。 

 

第８９０２条 設計計画及び資料収集・整理 

１）計画準備 

受注者は、設計に先立ち業務の目的及び内容を把握し、現況の把握及び関連資料の収集を行わなけ 

ればならない。 

２）使用する基準及び図書 

（１）受注者は、「港湾の施設の技術上の基準・同解説（社）日本港湾協会」に準拠し、設計業務を実施 

しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に（１）以外で使用する基準及び図書の定めのある場合、これによらなけれ 

ばならない。 

（３）受注者は、（１）及び（２）以外の基準及び図書を設計に用いる場合、あらかじめ監督員の承諾を得 

なければならない。 

３）設計手法 

（１）受注者は、特殊な構造又は特殊な設計方法を用いる場合、あらかじめ監督員に設計手法の承諾 

を得なければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、特記仕様書に定める設計手法により設計しなければな 

らない。 

（３）受注者は、技術基準対象施設の設計にあたっては、適切な維持への配慮の視点を取り入れた設 

計を行わなければならない。 

４）特許工法 

受注者は、特許工法又は特殊工法を用いて設計する場合、あらかじめ監督員の承諾を得なければな 

らない。 

５）リサイクル計画書の作成 

受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行 

わなければならない。また、建設副産物の検討成果として、監督員の指示する様式によりリサイクル計 

画書を作成する。 

 

第８９０３条 設計条件 

１）自然条件 

（１）受注者は、特記仕様書に定める土質条件、海象条件、気象条件、地震及びその他設計に必要な 

自然条件に基づき設計しなければならない。 

（２）受注者は、特記仕様書の定めにより設計に用いる自然条件を決定する場合、監督員にその決定 

結果の承諾を得なければならない。 

２）材料条件 

（１）受注者は、ＪＩＳ又は同等以上の品質を有するもの若しくは一般市場に流通する材料及び製品を用 

いて設計するものとする。なお、主要な使用材料の規格は、特記仕様書の定めによるものとする。 

（２）受注者は、（１）以外の材料及び製品を使用する場合、あらかじめ監督員の承諾を得なければなら 

ない。 

３）施工条件 

（１）受注者は、特記仕様書に定める施工条件を考慮して設計しなければならない。 

（２）受注者は、必要に応じて安定計算や地盤改良の検討を行い、基礎の断面を決定しなければなら 

ない。 
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第８９０４条 構造形式の選定 

１）受注者は、構造形式の異なる比較案を提案し、安定性、耐久性、経済性、施工性及びその他必要な 

要件を検討のうえ、最適構造形式を選定しなければならない。なお、構造形式の選定は監督員の承諾 

を得なければならない。 

２）受注者は、特記仕様書に定めるケース数の工区別比較案を作成するものとする。 

３）受注者は、設計計算で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果物に記載しなければならな 

い。 

４）受注者は、特殊な構造又は工法を採用した場合、施工上特に留意すべき点を成果物に記載しなけれ 

ばならない。 

 

第８９０５条 構造諸元の決定 

１）概算数量 

（１）受注者は、計画平面図、標準断面図、縦断図、その他作成した図面に基づき第８９０４条構造形 

式の選定の経済性の比較に必要な概算数量を比較案ごとに工種別、材料別に算出しなければな 

らない。 

（２）受注者は、あらかじめ監督員に算出する概算数量の工種名、材料名、規格及び数位の承諾を得 

るものとする。 

２）概算工事費 

受注者は、１）で算出した概算数量に基づき比較案ごとに概算工事費を算出するものとする。なお、使 

用する単価はあらかじめ監督員に承諾を得なければならない。 

３）工事施工計画 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、工事施工計画書を作成するものとする。 

 

第８９０６条 図面作成 

受注者は、選定した構造形式について、標準断面図、平面図、その他必要な図面を作成しなければなら 

ない。 

 

第８９０７条 成果 

１）受注者は、予備・基本設計の成果として、「表９－１予備・基本設計成果物項目」に示す内容の成果 

物を作成し、監督員に提出するものとする。 

 

表９一１ 予備・基本設計成果物項目 

成果物 内容 

Ⅰ．報告書  

１）設計説明書 設計位置、目的、延長、比較検討結果の概要 

２）基本設計計算書 比較案選定理由、設計計算他 

３）数量計算書 各比較案の工種別、材料別、数量の算出 

４）概算工事費算出書 各比較案の数量計算に基づく概算工事費の算出 

５）付帯構造物設計書 防舷材、係船柱等 

６）設計図 
選定した構造形式に基づく標準断面図、計画平面図、縦

断図他必要な図面の作成 

７）施工計画書  

８）リサイクル計画書  

Ⅱ．設計図面  
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２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表９－１予備・基本設計成果物項目」に示す以外にその 

定める成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。 

３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、関連機関との協議用資料を作成し、監督員に提出しなけ 

ればならない。 

 

第８９０８条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８９０９条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査をおこなわなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）設計条件の適切性 

（２）設計方針及び設計内容の適切性 

（３）設計計算書と設計図との整合性 

（４）概算数量及び概算工事費算出内容の適切性 

（５）最適構造形式の適切性 

（６）施工性 

 

第２節細部設計 

 

第８９１０条 適用の範囲 

本節は、第１節予備・基本設計で決定された構造形式の施設又は特記仕様書に定める施設の部材諸元 

を定め、詳細な部材構成材料及び数量を決定するための細部設計に関する一般的事項を取り扱うものと 

する。 

 

第８９１１条 設計計画 

設計計画は、第８９０２条設計計画及び資料収集・整理を適用する。ただし、５）リサイクル計画書の作成 

を除く。 

 

第８９１２条 設計波の算定 

１）受注者は、図面及び特記仕様書に定めのある場合、設計波を算定しなければならない。 

２）受注者は、設計波の算定で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果物に記載しなければな 

らない。 

 

第８９１３条 配筋計算 

１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象施設及び対象範囲の細部設計を行わなければならな 

い。 

２）受注者は、基本設計の成果物及び土質資料及びその他設計条件に基づき細部設計を行い、部材の 

設計計算書、施設の詳細図面及び数量計算書を作成しなければならない。 

３）受注者は、設計計算で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果物に記載しなければならな 

い。 

４）受注者は、特殊な構造又は特殊な工法を採用する場合、施工上特に留意すべき点を成果物に記載 

しなければならない。 
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第８９１４条 数量計算 

１）受注者は、詳細図面に基づき工種別、材料別に数量を算出し、数量計算書に算出根拠及び算出結 

果を記載しなければならない。 

２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、１）で算出した数量計算に基づき概算工事費を算出しなけ 

ればならない。 

３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、工事施工計画書を作成しなければならない。 

 

第８９１５条 図面作成 

受注者は一般図、配筋図等を作成しなければならない。 

 

第８９１６条 付帯施設 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、対象付帯施設の設計を行わなければならない。 

 

第８９１７条 成果 

１）受注者は、細部設計の成果として、「表９一２細部設計成果物項目」に示す内容の成果物を作成し、 

監督員に提出しなければならない。 

２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表９一２細部設計成果物項目」に示す以外にそれに定め 

る成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

表９一２ 細部設計成果物項目 

成果物 内容 

Ⅰ．報告書  

１）設計説明書 設計位置、目的、延長、設計経過の概要、新技術の提案 

２）細部設計計算書  

３）設計図面  

４）計算書 設計図書に基づく工種別、材料別の数量の算出 

Ⅱ．設計図面  

 

第８９１８条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８９１９条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）設計条件の適切性 

（２）設計方針及び設計内容の適切性 

（３）設計計算書と設計図との整合性 

（４）数量計算内容の適切性 
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第３節 実施設計 

 

第８９２０条 適用の範囲 

本節は、１節予備・基本設計及び２節細部設計で設計を行った施設又は特記仕様書に定める施設にお 

ける工事の実施に必要な図面作成及び数量計算を行うための実施設計に関する一般的事項を取り扱う 

ものとする。 

 

第８９２１条 設計計画 

受注者は、設計に当り、事前に業務の目的、内容を把握し、業務の遂行に必要な計画を立案しなければ 

ならない。なお、必要に応じ、第８９０２条設計計画及び資料収集・整理を適用する。 

 

第８９２２条 図面作成 

１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める対象施設及び範囲の実施設計を行わなければならない。 

２）受注者は、第１節予備・基本設計、第２節細部設計で決定された構造形式の施設又は特記仕様書に 

定める構造形式の施設に基づき実施設計を行い、工事の実施に必要な平面図、縦断図、横断図及 

び数量計算書を作成しなければならない。なお、作成及び算出を必要とする図面及び数量は、特記 

仕様書の定めによるものとする。 

３）受注者は、施工上特に留意すべき点を成果物に記載しなければならない。 

４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、仮設構造物の検討を行わなければならない。 

 

第８９２３条 数量計算 

１）受注者は、作成した図面に基づき工種別、材料別に数量を算出し、数量計算書に算出根拠及び算出 

結果を記載しなければならない。 

２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、１）で算出した数量に基づき工事費を算出しなければなら 

ない。 

３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、工事施工計画書を作成しなければならない。 

 

第８９２４条 成果 

１）受注者は、実施設計の成果として、「表９－３実施設計成果物項目」に示す内容の成果物を作成し、 

監督員に提出しなければならない。 

 

表９－３ 実施設計成果物項目 

成果物 内容 

Ⅰ．報告書  

１）設計説明書 設計位置、目的、延長、構造形式 

２）設計図書 工事の実施に必要な図面の作成 

３）数量計算書 設計図面に基づく工種別、材料別の数量の算出 

Ⅱ．設計図面  

 

２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表９一３実施設計成果物項目」に示す以外にそれに定め 

る成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 

第８９２５条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 
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第８９２６条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）構造形式及び構造物と設計図との整合性 

（２）数量算出内容の適切性 

 

第１０章 電算プログラム開発 

 

第１節 電算プログラム開発改良 

 

第８１００１条 適用の範囲 

１）本章は、電算プログラム開発及び改良に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

２）システムの設計に必要なシステム分析に関する一般的事項は、第８１００３条システム分析において取 

り扱うものとする。 

３）プログラム設計に必要なシステム設計に関する一般的事項は、第８１００４条システム設計において取 

り扱うものとする。 

４）プログラム作成に必要なプログラム設計に関する一般的事項は、第８１００５条プログラム設計において 

取り扱うものとする。 

５）プログラム作成及びテストランに関する一般的事項は、第８１００６条プログラム作成において取り扱うも 

のとする。 

６）プログラムの引渡しに伴い必要となる一般的事項は、第８１００９条照査において取り扱うものとする。 

 

第８１００２条 計画準備 

１）計画準備 

受注者は、電算プログラムの開発また改良の着手に先立ち対象プログラムの機能及び目的の整理を 

行わなければならない。 

２）開発プログラムの著作権 

受注者は、開発したプログラムの著作権を発注者に譲渡しなければならない。ただし、プログラム開発を 

目的としない業務の遂行に際して開発したプログラムの著作権は、譲渡しないものとする。 

 

第８１００３条 システム分析 

１）分析のための課題の把握 

受注者は、特記仕様書に定める方策に基づき現行の業務処理形態における課題を把握しなければな 

らない。 

２）処理内容 

受注者は、特記仕様書に定めるシステムの目的、機能、範囲及び処理内容に基づきシステム分析を 

行わなければならない。 

 

第８１００４条 システム設計 

１）システム全体の流れ図 

（１）受注者は、構成機器及びサブシステムを含むシステム全体の流れ図を作成し提案しなければなら 

ない。 

（２）受注者は、システムにおけるデータの流れを明確にしなければならない。 

２）構成機器 

受注者は、特記仕様書に定める構成機器に必要な仕様、型名及び数量に基づきシステムを設計しな 
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ければならない。 

３）入出力方式 

受注者は、特記仕様書に定める入出力方式及びその内容に基づきプログラムを設計しなければならな 

い。 

 

第８１００５条 プログラム設計 

１）プログラムの理論 

受注者は、特記仕様書に定める計算方式及びその他の必要な事項に基づきプログラムを設計しなけ 

ればならない。 

２）プログラムの流れ図 

（１）受注者は、開発するプログラムの処理状況を示す流れ図を作成しなければならない。 

（２）受注者は、「ＪＩＳＸ０１２１情報処理用流れ図・プログラム網図・システム資源図記号」の記号を用 

い、流れ図を作成しなければならない。 

（３）受注者は、プログラム中に用いるサブル一チンごとの機能を示さなければならない。 

３）使用言語、オペレーティングシステム 

受注者は、特記仕様書に定める使用言語及びオペレーティングシステムによりプログラムを開発しなけ 

ればならない。 

４）画面、帳票、ファイル設計 

（１）受注者は、監督員に入出力画面の構成の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、監督員に入出力帳票（及びグラフイックス出力図）の様式の承諾を得なければならな 

い。 

（３）受注者は、監督員にプログラムで作成するファイルの形式及び書式の承諾を得なければならない。 

 

第８１００６条 プログラム作成 

１）プログラム作成 

（１）受注者は、プログラムの作成に先立ちシステム分析、システム設計及びプログラム設計の結果を監 

督員に提出し、承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、プログラム設計結果に基づきプログラムを作成しなければならない。 

２）テストラン 

（１）受注者は、事前に監督員にテストランの内容の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、作成されたプログラムのテストランを行い、その結果を基に必要な修正を行わなければ 

ならない。 

 

第８１００７条 プログラム引渡し 

１）概要説明書 

受注者は、プログラムの目的、処理内容等を取りまとめた概要説明書を作成しなければならない。 

２）システム説明書 

受注者は、システム分析、システム設計、プログラム設計及び保守のための資料を取りまとめたシステ 

ム説明書を作成しなければならない。 

３）利用マニュアル 

受注者は、システム利用上の注意事項をとりまとめた利用マニュアルを作成するものとする。利用マニ 

ュアルには、処理方式、入出力方式及びメッセージの説明を記載しなければならない。 

４）引渡し 

受注者は、特記仕様書にインストール、デモンストレーション及び操作指導の定めのある場合、これに従 

わなければならない。 
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５）プログラムの保守 

受注者は、特記仕様書に定める期間、プログラムのメンテナンスを行わなければならない。 

 

第８１００８条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８１００９条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）プログラム開発の各段階での特記仕様書に定める事項との整合性 

（２）システム分析の結果として把握された課題及びこれに基づく処理内容の適切性 

（３）システム設計で作成されたシステム全体の流れ図の適切性 

（４）プログラム設計で作成された流れ図の適切性 

（５）プログラムのテストラン結果に基づく修正内容の適切性 

（６）プログラムの概要説明書、システム説明書及び利用マニュアルの正確性及び適切性 

 

第２節電算計算 

 

第８１０１０条 適用の範囲 

１）本節は、電算計算に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

２）電算計算に必要な資料収集整理に関する一般的事項は、第８１０１２条資料収集整理において取り扱 

うものとする。 

３）電算計算に必要な電算計算に関する一般的事項は、第８１０１３条電算計算において取り扱うものとす 

る。 

 

第８１０１１条 計画準備 

受注者は、電算計算の着手に先立ち、目的及び内容の整理を行わなければならない。 

 

第８１０１２条 資料収集整理 

受注者は、電算計算に必要な既往及び観測データ参考文献等を資料収集し、分析しなければならない。 

 

第８１０１３条 電算計算 

１）プログラム修正 

受注者は、使用電算機種の変更、計算条件の変更に伴いプログラムを修正しなければならない。 

２）モデルの作成 

（１）受注者は、業務を検討し、項目の諸元、対象期間等の計算並びに調査設計計画に必要な条件を 

設定しなければならない。 

（２）受注者は、電算インプットするために必要な入力条件等を収集分析し、入力データシートを作成し 

なければならない。 

３）テストランの実施 

（１）受注者は、事前に監督員にテストランの内容の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、作成されたプログラムのテストランを行い、その結果を基に必要な修正を行わなければ 

ならない。 

４）解析・検討 

受注者は、計算結果をプロッターを用いて図化し、解析に必要な資料を作成しなければならない。 
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第８１０１４条 成果 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要な事項は、 

その定めによらなければならない。 

 

第８１０１５条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８１０１６条 照査 

１）受注者は、特記仕様書の定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）プログラム修正での特記仕様書に定める事項との整合性 

（２）モデル作成での条件設定、データ作成の適切性 

（３）プログラムのテストラン結果に基づく修正内容の適切性 

（４）計算結果の整理の適切性 

 

第１１章 技術開発 

 

第１節技術開発 

 

第８１１０１条 適用の範囲 

１）本節は、技術開発に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

２）技術開発に必要な資料収集整理に関する一般的事項は、第８１０１２条資料収集整理において取り扱 

うものとする。 

３）技術開発に必要な電子計算に関する一般的事項は、第８１０１３条電算計算において取り扱うものとす 

る。 

 

第８１１０２条 計画準備 

受注者は、技術開発の着手に先立ち目的及び内容の整理を行わなければならない。 

 

第８１１０３条 資料収集整理 

受注者は、技術開発に必要な既往及び観測データ、参考文献等を資料収集し、分析しなければならな 

い。 

 

第８１１０４条 解析・検討 

受注者は、計算結果を整理し、解析に必要な基礎資料、図面等を作成しなければならない。 

 

第８１１０５条 成果 

成果は、第８１０１４条成果を適用する。 

 

第８１１０６条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８１１０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は次に掲げる事項とする 

（１）解析・検討での特記仕様書に定める事項との整合性 



 

62 

第２節 調査 

 

第８１１０８条 適用の範囲 

１）本節は、調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

２）調査に必要な資料収集整理に関する一般的事項は、第８１１１０条資料収集整理において取り扱うも 

のとする。 

３）調査に必要な電子計算に関する一般的事項は、第８１０１３条電算計算において取り扱うものとする。 

 

第８１１０９条 計画準備 

受注者は、調査の着手に先立ち目的及び内容の整理を行わなければならない。 

 

第８１１１０条 資料収集整理 

受注者は、調査に必要な既往及び観測データ参考文献等を資料収集し、分析しなければならない。 

 

第８１１１１条 現地調査 

受注者は、業務目的を遂行するために必要な既往及び観測データ参考文献等を収集整理し、分析しな 

ければならない。 

 

第８１１１２条 解析・検討 

受注者は、計算結果を整理し、解析に必要な基礎資料、図面等を作成しなければならない。 

 

第８１１１３条 成果 

成果は、第８１０１４条成果を適用する。 

第８１１１４条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８１１１５条 照査 

１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は次に掲げる事項とする。 

（１）解析・検討での特記仕様書に定める事項との整合性 

 

第１２章 水理模型実験 

 

第８１２０１条 適用の範囲 

本章は、水理模型実験に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

第８１２０２条 実験準備 

受注者は、実験を行うにあたり、事前に実験目的・内容を把握し、実験の手順、計測方法等を検討するも 

のとする。 

 

第８１２０３条 実験 

受注者は、特記仕様書の定めにより実験を行わなければならない。 

 

第８１２０４条 整理・解析 

受注者は、特記仕様書の定めにより実験結果の整理及び解析を行わなければならない。 
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第８１２０５条 成果 

１）受注者は、特記仕様書の定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要な事項 

は、その定めによらなければならない。 

２）受注者は、次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、資料とともに監督員に提出しなければならな 

い。 

報告書 

・件名 

・実験場所 

・実験期間 

・実験機器 

・波浪特性 

・実験内容 

・解析方法 

・解析結果 

 

第８１２０６条 協議・報告 

協議・報告は、第８４２８条協議・報告を適用する。 

 

第８１２０７条 照査 

１）受注者は、特記仕様書の定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。 

２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

（１）実験方針と実験内容の適切性 

（２）実験結果と既存資料の整合性 

（３）成果物の適切性 

 

第１３章 調査業務写真管理基準 

 

第１節 総則 

 

第８１３０１条 適用の範囲 

本章は、港湾関係測量・土質等調査の写真（電子媒体によるものを含む）に関する一般的事項を取り扱う 

ものとする。 

 

第８１３０２条 撮影一般 

受注者は、調査設計業務の実施にあたり、次の写真を撮影し、監督員に提出するものとする。 

１）調査設計業務段階ごとの状況一般 

２）その他、特に監督員が指示した箇所 

 

第８１３０３条 撮影構成 

１）受注者は、調査設計業務段階ごとの写真を現場条件の変更、臨機の措置、貸与物件、現場発生品 

及び調査中の安生管理を対象とし、調査実施中における状況を把握できるように撮影するものとす 

る。 

２）受注者は、同じ調査設計業務内容を繰り返す場合、代表的な１サイクルを撮影し、他のサイクルの撮 

影を省略することができるものとする。 

３）受注者は、調査中の被災状況を撮影する場合、全景及び部分写真により被災前と被災後の状況が比 

較できるように撮影するものとする。 
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第８１３０４条 撮影方法 

１）受注者は、被写体の状況、場所、時期、形状寸法の確認ができるように工夫して撮影するものとする。 

２）受注者は、必要に応じて次の事項を記入した小黒版を入れ、撮影するものとする。 

イ．調査名 

ロ．調査の種類 

ハ．測点番号 

ニ．略図 

ホ．撮影場所 

ヘ．その他 

３）写真は、カラー写真とする。 

 

第８１３０５条 整理 

１）受注者は、写真を実施順序に従い、撮影ごとに各１枚を張り付け、必要に応じて各写真に撮影箇所、 

撮影年月日及び説明を記記するものとする。 

２）受注者は、整理する写真の大きさを１１６㎜×８２㎜（サービス判）以上とし、アルバム又は報告書に整 

理するものとする。また、アルバムの大きさはＡ－４判（２１㎝×２９．５㎝）程度とし、表紙には実施年 

度、調査名、受注者名を記入するものとする。 

３）電子媒体を提出する場合は、原本としてＣＤ－ＲＯＭを、その記録画像ファイル形式はＪＰＥＧ形式（非 

圧縮～圧縮率１／８まで）とし、これ以外による場合には監督員の承諾を得るものとする。 

４）電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能、精度を確保できる 

撮影機材を用いるものとする。（有効画素数１００万画素以上、プリンターはフルカラー３００ｄｐｉ以上、イ 

ンク、用紙等は通常の使用条件のもとで３年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。） 

 

第２節 深浅測量 

工種 
撮影 

区分 

撮影 

項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

１）深浅

測量 

 

 

施工 

管理 

 

 

基準点測

量 及 び 設

標 

測量及び設標

状況 

測量及び設標

時 

船名及び標識（形象物）が判明できるよう

に撮影船上（海上）及び陸上の作業状況

撮影 

使用船舶

機器等 
測量船 

測量及び機器

の取付状況 

海上測位 

使用機器 
海上測位作業

時 

海上測位作業

状況 

海上測位作業

時 

測量船の誘導

状況 

海上測位作業

時 

測深 

 

使用機器 

 

測深作業時 

測深作業状況 測深作業時 

バーチェック作

業状況 
測深作業時  

２）水路

測量 
    １）深浅測量を適用する 
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第３節 探査工 

工種 
撮影 

区分 

撮影 

項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

１）磁気

探査 

施工

管理 

使用機器 

磁気探査機 設置時 探査センサー及び記録計を撮影 

船 位 測 定 装

置 
設置時  

使用船舶 

音響測深機 設置時 
船名及び安全標識（形象物）が判明できる

ように撮影 
曳船及び探査

船 
着手時 

探査 探査状況 探査時 曳船及び探査船の探査状況 

２）潜水

探査 

施工

管理 

使用船舶 

機器等 

潜 水 探 査 機

器 
探査前 探査機、簡易磁気探査計又は突棒 

潜水士船、監

視船 
探査前 探査状況。監視船（監視船が必要な場合） 

探査 

海上位置出し

状況 
探査前 

 
潜 水 探 査 状

況 
探査時 

異 常 物 揚 収

状況 
揚集時 

確認 
揚 収 物 確 認

検査状況 
揚収後確認 

揚収物を確認し、撮影 

形状寸法が判明できるように撮影 

揚収作業 

（残存爆発

物発見時） 

発見位置の標

識設置 
設置時 爆発物の位置に設置した標識を撮影 

揚収状況 揚収時 揚収状況（自衛隊の揚収状況） 

引渡状況 引渡時 引渡状況（形状寸法撮影を兼ねる） 

 

第４節 土質調査 

工種 
撮影 

区分 

撮影 

項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

１）土質

調査 

工種 

施工

管理 

使用船舶 

機械等 

固定足場 
組立時及び組立

完了時 

 
ボ ー リ ン グ 機

械 

組立時及び組立

完了時 

据付状況 第１回据付時 

試験機械器具 試験時 

夜間標識等 適宜 位置、形式等が判明できるように撮影 

施工 

状況 

調査位置測量

状況 
測量時  

現地盤高又は

固定足場高 
測量時 

調査孔番号と測定結果を記入した小黒板

を同時撮影 

測量状況 測量時 

 

固定足場 移動中 

ボ ー リ ン グ 機

械 
掘進中 

削孔用具 掘進中 

サ ン プ リ ン グ

（ 乱れ の 少 な

い試料採取） 

押込中 

原位置試験 試験中 

室内土質 

試験 
試験中 

現 場 条 件

変更状況 
標本 

想定地盤と異な

る標本を採取し

た時 

位置、深さを記入した小黒板を同時撮影 
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品質

管理 

材料の 

確認 

サンプリングチ

ューブ 
搬入時 長さの分かるメジャー等を同時撮影 

乱さない試

料 採 取 後

の状況 

シール状況 採取後  

出来

形確

認 

出来形 

の確認 

コ ア ー チ ュ ー

ブ、ロッド等 
掘進完了時 

掘進長が確認できる方法（位置、深さを記

入した小黒板及びメジャー等を同時撮影） 

撮影 

区分 

撮影 

項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

２）音波

探査 

 

施工

管理 

基 準 点 測

量 及 び 設

標 

測量及び設標

状況 

測 量 及 び 設 標

時 
 

使用船舶 

機器等 
測量船 

測 量 船 及 び 機

器の取付状況 

測量船名及び作業標識（形象物）が判明

できるように撮影 

海上 

測位 

使用機器 
海 上 測 位 作 業

時 
 

海上測位作業

状況 

海 上 測 位 作 業

時 

測深 

使用機器 探査作業時 

 
測深作業時 探査作業時 

バーチェック作

業時 
探査作業時 

音波 

探査 

使用機器 探査作業時 
機器の種類・規格が判明できるように撮影 

探査作業状況 探査作業時 

検潮 

観測機器 設置時 

機器の種類・規格が判明できるように撮影 

近景 

（ 施 設 の 構 造

機器の設置等

を観測できるも

の） 

観測中 

遠景 

（位置・観測状

況） 

観測中 

 

第５節 環境調査 

工種 
撮影 

区分 

撮影 

項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

１）流況

調査 

施工

管理 

使用 

船舶 

機器等 

観測及び海上

測位機器 
着工時 

使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

調査船、標識

類 
観測時 標識類が判明できるように撮影 

観測 

状況 

測 定 位 置 測

量 
観測時 

 水深測量 観測時 

観 測 機 器 設

置 
観測時 

観測 観測時 測定状況が判明できるように撮影 

２）水質

調査 

施工

管理 

使用 

船舶 

機器等 

試料採取器、

計測機器 
着工前 

使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

海 上 測 位 機

器 
着工前  

調査船、標識

類 
採水時 標識類が判明できるように撮影 

試 料 保 管 容

器等 
搬入時  
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採水 

状況 

採 取 位 置 測

量 
採水時 

 水深測量 採水時 

試料採取、測

定 
採水時 

試料採取の処

理 
採水時 

採水試料の処理、保管状況が判明できる

ように撮影 

試験 
試験の項目、

方法、状況 
試験時 試験期間が判明できるように撮影 

３）底質

調査 

施工

管理 

使 用 船 舶

機器等 

採泥状況 

試験 

  ２）水質調査を適用する。 

４）騒音

調査 
 

測 定 点 の

選定 

調 査 対 象 区

域の全景 
測定前 

 
測定点、近傍

状況 
測定前 

測定 

機器 
測定機器 測定中 

使用機器の種類、規格等が判別できるよう

に撮影 

近景 周辺の景観を

含め、測定条

件を理解でき

る状況 

測定中 測定中の枚数は、測定点ごと 

遠景 測定中  

５）振動

調査 
 

測 定 点 の

選定 

調 査 対 象 区

域の全景 
測定前 

 
測定点、近傍

状況 
測定前 

測定機器 測定機器 測定中 
使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

近景 周辺の景観を

含め、測定条

件を理解でき

る状況 

測定中 測定中の枚数は、測定点ごと 

遠景 測定中  

６）悪臭

調査 
 

測 定 点 の

選定 

調 査 対 象 区

域の全景 
測定前 

 

 測定点、近傍

状況 
測定前 

測定機器 測定機器 測定中 
使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

近景 周辺の景観を

含め、測定条

件を理解でき

る状況 

測定中 測定中の枚数は、測定点ごと 

遠景 測定中  

７）環境

生物調

査 

（１）プラ

ンクトン調

査 

施工

管理 

使用船舶、

試 料 採 集

機 器 及 び

同定・分析

機器 

調査船、試料

採集機器及び

同定・分析機

器 

着手前 
調査船、試料採集機器が判明できるように

撮影 

試 料 採 集

状況 

試 料 採 集 点

位置測量 

採水状況 

プランクトンネ

ット採集状況 

試料採 

集時 

試料採集点位置測量 

採水状況、ブランクトンネット採集状況が判

明できるように撮影 

試 料 の 固

定状況 

試料の固定及

び保管状況 

生体試料 

試料採 

集時 

試料の固定及び保管状況が判明てきるよ

うに撮影 
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試 料 の 同

定・分析状

況 

試料の同定・

分析状況 

試料の同定・分

析時 

試料の同定・分析状況が判明できるように

撮影 

（２）卵・

稚仔調

査 

施工

管理 

使用船舶、

試 料 採 集

機 器 及 び

同定・分析

機器 

  

（１）プランクトン調査を適用する。 
試 料 採 集

状況、試料

の 固 定 状

況 

  

試 料 の 同

定・分析状

況 

  

（３）底生

生物調

査 

施工 

管理 

使用船舶、

試 料 採 集

機 器 及 び

同定・分析

機器 

  

（１）プランクトン調査を適用する。 
試 料 採 集

状況 
  

試 料 の 固

定状況 
  

試 料 の 同

定・分析状

況 

  

（４）付着

生物調

査 

施工 

管理 

使用船舶、

試 料 採 集

機 器 及 び

同定・分析

機器 

調査船、試料

採集機器及び

同定・分析機

器 

着手前 
調査船、試料採集機器が判明できるように

撮影 

試 料 採 集

状況 

試 料 採 集 点

位置測量 

試 料 採 集 状

況 

試料採集時 
試料採集点位置測量、試料採集状況が

判明できるように撮影 

試 料 の 同

定・分析状

況 

試料の同定・

分析状況 

 

試料の同定・分

析時 

試料の同定・分析状況が判明できるように

撮影 

（５）藻場 

調査 

施工 

管理 

使用船舶、

航空機、試

料 採 集 機

器 

調査船、調査

航空機、資料

採集機器 

着手前 
調査船、調査航空機、試料採集機器が判

明できるように撮影 

調 査 点 及

び調査線 

調査点及び調

査 線 位 置 測

量 

調査時 
調査点及び調査線の位置測量が判明でき

るように撮影 

試 料 採 集

状況 

試 料 採 集 状

況 
試料採集時 試料の採集状況が判明できるように撮影 

生 育 調 査

状況 

生 育 調 査 状

況 
調査時 生育調査状況が判明できるように撮影 

環 境 調 査 状

況 
調査時 環境調査状況が判明できるように撮影 

試 料 の 同

定・分析状

況 

試料の同定・

分析状況 

試料の同定・分

析時 

試料の同定・分析状況が判明できるように

撮影 
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（６）魚介

類調査 

施工

管理 

使用船舶、

試 料 採 集

機 器 及 び

同定・分析

機器 

調査船、試料

の採集機器 
着手前 

調査船、試料採集機器及び同定・分析機

器が判明できるように撮影 

試 料 採 集

状況 

調査船の海上

位置測量及び

試 料 採 集 状

況 

試料採集時 
調査船の海上位置測量及び試料採集状

況が判明できるように撮影 

試 料 の 同

定・分析状

況 

試料の同定・

分析状況 

試料の同定・分

析時 

試料の同定・分析状況が判明できるように

撮影 

 

第６節 気象・海象調査 

工種 
撮影 

区分 
撮影項目 

撮影基準 
注意事項及び説明 

撮影箇所 撮影時期 

１）気象

観測 

施工 

管理 
観測機器 観測機器 観測中 

使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

施設工事を伴う場合は、工事の経過を含

む 

近景 

施 設 の 構

造、機器取

付 機 材 等

を理解でき

るもの 

観測中  

遠景 

周 辺 の 景

観を含め、

測 定 条 件

を理解し得

る状況 

観測中  

２）波浪

観測 

施工

管理 

測 定 点 の

選定 

調査対象海

域の全景 

観測前、波浪状

況を含む 
 

測 定 点 、 近

傍の状況 
観測前 

観測機材 観測機器 設置前 
使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

海 底 設 置

状況 
架台、機器 設置時 

 目視観測 
目視観測（機

器を含む） 
観測中 

船上による

観測作業 
近景、遠景 観測中 

３）潮汐

観測 

施工

管理 

観測機器 観測機器 設置前 
使用機器の種類、規格等が判明できるよう

に撮影 

近景 

施設の構造、

機 器 の 設 置

等を理解でき

るもの 

観測中 
副標の位置関係及び付近物標との立体関

係が説明できるように撮影 

遠景 
位 置 、 観 測

状況 
観測中 
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